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後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
三
五
（
一
三
五
）　

一　

は
じ
め
に

シ
リ
ア
の
地
方
名
家
と
し
て
行
政
官
や
書
記
官
僚
を
輩
出
し
て

い
た
ム
ズ
ヒ
ル
家Banū M

uzhir

は
、
ダ
マ
ス
ク
ス
総
督
在
任

中
の
ム
ア
イ
ヤ
ド
・
シ
ャ
イ
フ
（
在
位
一
四
一
二
〜
一
四
二
一

年
）
に
よ
っ
て
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ド

Badr al-D
īn M

uh

4am
m

ad

（
七
八
六
〜
八
三
二
／
一
三
八
四-

八
五
〜
一
四
二
九
年
）
が
中
央
の
要
職
に
登
用
さ
れ
た
こ
と
を
機

に
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
も
勢
力
を
拡
大
し
、
莫
大
な
資
産
を
形
成

し
た
。
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
年
長
の
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ム
ハ
ン
マ
ドJalāl al-D

īn M
uh

4am
m

ad

（
八
一
四
〜
八
三
三
／
一
四
一
一-

一
二
〜
一
四
三
〇
年
）
に
文

書
行
政
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル

（
文
書
庁
長
官
、kātib al-sirr

）
職
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
が
、
三
人
の
息
子
の
う
ち
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

と
そ
の
弟
が
早
世
し
た
た
め
、
末
子
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
・
ア
ブ
ー
・
バ
ク
ルZayn al-D

īn A
bū Bakr ibn M

uh

4am
-

m
ad ibn M

uzhir al-Q
āhirī al-D

im
ashqī al-A

ns

4ārī al-
Shāfi‘ī

（
八
三
一
〜
八
九
三
／
一
四
二
八
〜
一
四
八
八
年
）
が
家

族
戦
略
上
重
要
な
位
置
に
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
父
の
時
代
に
築
か
れ
た
官
僚
名

家
間
の
人
脈
と
潤
沢
な
資
産
を
背
景
に
、
幼
少
期
よ
り
充
実
し
た

教
育
を
受
け
、
後
宮
で
影
響
力
を
行
使
し
た
母
親
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ

K
hadīja ibna A

m
īr H

4ājj ibn al-Baysarī

（
八
七
八
／
一
四

七
四
年
歿
）
と
義
父
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
・
ア
ラ
ム
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ブ
ル
キ
ー
ニ
ー ‘A

lam
 al-D

īn S

4ālih

4 al-
Bulqīnī

（
七
九
一
〜
八
六
八
／
一
三
八
九
〜
一
四
六
四
年
）
に

よ
る
後
見
の
も
と
、
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル＝

イ
ス
タ
ブ
ル
（
ス
ル

後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

　
　

─
ザ
イ
ン
・
ア
ッ=

デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
公
務
と
慈
善

─

太
田
（
塚
田
）
絵
里
奈



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
三
六

タ
ー
ン
厩
舎
監
督
官
、nāz

4ir al-ist

4abl

）、
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル

＝
ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー
（
人
頭
税
監
督
官
、nāz

4ir al-jaw
ālī

）、
ナ
ー

ズ
ィ
ル
・
ア
ル＝

ジ
ャ
イ
シ
ュ
（
軍
務
庁
長
官
、nāz

4ir al-
jaysh

）
な
ど
の
中
央
の
要
職
を
歴
任
し
た
。
だ
が
彼
の
初
期

キ
ャ
リ
ア
か
ら
は
、
父
の
代
か
ら
続
く
他
の
有
力
家
系
と
の
確
執

や
、
叙
任
や
官
職
の
維
持
の
対
価
と
し
て
要
求
さ
れ
る
金
銭
の
工

面
に
苦
心
す
る
姿
が
垣
間
見
え
る
。
ま
た
、
母
親
や
前
ス
ル
タ
ー

ン
・
イ
ー
ナ
ー
ル
（
在
位
一
四
五
三
〜
一
四
六
一
年
）
の
妻
に
対

す
る
配
慮
か
ら
自
ら
職
を
手
放
す
な
ど
、
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
以
前
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
キ
ャ
リ
ア

パ
タ
ー
ン
は
、
比
較
的
短
期
間
で
の
叙
任
と
解
任
を
繰
り
返
し
た

当
時
の
有
力
官
僚
た
ち
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る）

1
（

。

八
六
六
年
ズ
ー
・
ア
ル＝

カ
ア
ダ
月
二
〇
日
／
一
四
六
一
年
八

月
一
六
日
、
前
任
者
の
イ
ブ
ン
・
ア
ッ＝

ダ
イ
リ
ー Burhān al-

D
īn Ibrāhīm

 Ibn  al-D
ayrī

（
八
七
六
／
一
四
七
一
年
歿
）
が

就
任
後
間
も
な
く
失
脚
し
た
こ
と
で
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
は
エ
ジ
プ
ト
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
へ
の
就
任
要

請
を
受
け
入
れ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
、
彼
が
そ
の
後
二
六
年
間
と

い
う
長
期
間
に
わ
た
り
、
文
書
行
政
を
統
括
し
つ
つ
、
ス
ル
タ
ー

ン
へ
の
執
り
成
し
や
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
の
任
免
に
代
表
さ
れ
る
、

ス
ル
タ
ー
ン
側
近
と
し
て
の
強
大
な
権
力
を
維
持
し
得
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
高
額
な
叙
任
料
に
よ
る
国
庫
補
填
を
目
的
と

し
た
、
短
期
間
で
の
有
力
ポ
ス
ト
の
解
任
が
常
態
化
し
て
い
た
当

該
時
期
に
お
い
て
、
非
常
に
稀
な
例
で
あ
っ
た）

2
（

。

ま
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
カ
イ
ロ
、
エ
ル
サ
レ
ム
、

メ
デ
ィ
ナ
に
お
い
て
自
ら
の
名
を
冠
し
た
マ
ド
ラ
サ
を
建
設
し
、

ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
の
両
聖
地
で
積
極
的
な
社
会
福
祉
活
動
を
展
開
し
た

ほ
か
、
学
者
及
び
説
教
師
の
有
力
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
も
名
声
を
博

し
た
。
こ
の
よ
う
な
文
民
官
僚
と
し
て
は
大
規
模
な
文
化
・
慈
善

事
業
を
な
し
得
た
の
も
、
彼
が
安
定
的
な
権
力
・
財
政
基
盤
を
有

し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

本
稿
は
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
後
の
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
業
績
を
同
時
代
史
料
に
依
拠
し
て
再
構
成
、

検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ

ル
の
職
務
と
し
て
は
、
一
般
に
ス
ル
タ
ー
ン
勅
書
や
外
交
文
書
な

ど
の
重
要
公
文
書
の
作
成
と
そ
れ
に
関
連
す
る
バ
リ
ー
ド
（
駅

逓
）
制
の
監
督
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
対
す
る
書
簡
等
の
読
み
上
げ
が

挙
げ
ら
れ
る）

3
（

。
ま
た
、
ス
ル
タ
ー
ン
が
主
催
す
る
す
べ
て
の
会
議

に
出
席
す
る
権
利
を
有
し
た
ほ
か
、
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
お
い
て

は
ス
ル
タ
ー
ン
宛
て
の
陳
情
書
を
代
読
す
る
こ
と
も
重
要
な
任
務

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
業
務
は
年
代
記
史
料
か
ら
は
欠

落
し
が
ち
で
あ
る
が
、
名
士
伝
記
集
等
を
並
行
し
て
活
用
す
る
こ

（
一
三
六
）　



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
三
七
（
一
三
七
）　

と
で
、
従
来
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
職
の
定
義
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
一
有
力
官
僚
と
し
て
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
が
担
っ
た
様
々
な
役
割
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
こ
れ
は
同
時
期

の
ダ
マ
ス
ク
ス
に
お
け
る
官
僚
制
の
分
析
を
通
じ
、「
流
動
性
や

個
人
性
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
当
該
時
代
の
政
治
に
お
い
て

は
、
個
人
と
権
力
と
の
関
係
が
大
き
な
意
味
を
持
ち
得
た
」
と
結

論
付
け
た
ウ
ィ
ン
タ
ー
の
見
解
を
強
く
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う）

4
（

。
そ
の
意
味
で
も
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
二
〇

年
以
上
側
近
と
し
て
仕
え
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
（
在
位
一
四
六
八

〜
一
四
九
六
年
）
と
の
関
係
に
特
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
彼
の
業

績
と
権
力
基
盤
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
視
座
と
な
り
得
る
だ
ろ

う
。本

稿
で
は
ま
ず
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・

ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
と
し
て
の
職
務
と
、
そ
の
枠
組
み
を
超
え
て
彼

個
人
に
委
ね
ら
れ
た
諸
任
務
を
検
討
す
る
。
同
時
代
史
料
中
に
記

録
さ
れ
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
自
身
の
発
言
、
書
簡
を
引

用
し
つ
つ
、
行
政
官
と
し
て
の
横
顔
を
照
射
す
る
こ
と
が
狙
い
で

あ
る
。
続
い
て
彼
の
私
的
業
績
と
も
い
え
る
、
カ
ー
テ
ィ
ブ
・

ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
在
任
中
に
行
な
っ
た
大
規
模
な
慈
善
・
文
化
事

業
を
検
討
す
る
。
な
か
で
も
カ
ー
ヒ
ラ
の
自
邸
に
隣
接
し
て
建
設

さ
れ
た
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院 al-M

adrasa al-M
uzhiriyya

（
現

存
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が）

5
（

、
そ
れ
以
外
に
も
ウ
ラ
マ
ー
に
対

す
る
諸
手
当
の
設
定
や
説
教
・
ハ
デ
ィ
ー
ス
集
会
の
開
催
な
ど
の

文
化
的
諸
活
動
、
各
都
市
に
お
け
る
大
小
様
々
な
慈
善
事
業
を
展

開
し
、
篤
志
家
と
し
て
も
名
高
か
っ
た
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
次
稿
以
降
で
詳
細
に
論
ず
る
予

定
で
あ
る
が
、
同
時
代
史
料
の
な
か
で
総
じ
て
「
理
想
的
官
僚
」

と
し
て
描
か
れ
る
彼
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
総
合
的
に
解
明
す

る
上
で
、
彼
の
行
な
っ
た
学
術
保
護
や
救
貧
活
動
の
精
査
は
不
可

欠
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
最
後
に
ス
ル
タ
ー
ン
・
カ
ー
イ
ト

バ
ー
イ
と
の
関
係
を
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
で
、
彼
が
長
期
間

に
わ
た
り
政
権
の
中
枢
を
担
い
続
け
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
要
因

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二　

行
政
官
と
し
て
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

1
．
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
期

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
八
六
六
年
の
ズ
ー
・
ア
ル＝

カ

ア
ダ
月
／
一
四
六
一
年
八
月
、
三
四
歳
で
マ
ム
ル
ー
ク
朝
領
内
に

お
け
る
全
書
記
を
統
括
す
る
文
書
庁
の
最
高
責
任
者
と
な
っ
た
。

就
任
当
時
の
ス
ル
タ
ー
ン
は
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
（
在
位
一
四
六
一
〜

一
四
六
七
年
）
で
あ
っ
た
。

フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
治
世
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
関
し
、
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学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
三
八
（
一
三
八
）　

同
時
代
史
料
で
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
の
は
、
彼
が
個
人
的
に
委

ね
ら
れ
た
任
務
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
、

就
任
間
も
な
い
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
担
っ
た
業
務
が

カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
と
し
て
の
日
常
的
職
掌
の
範
疇

を
出
ず
、
一
有
力
官
僚
と
し
て
臨
時
に
担
っ
た
役
割
こ
そ
が
特
記

に
値
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
八
七
〇
年
の
ズ
ー
・
ア
ル＝

カ
ア
ダ

月
一
四
日
金
曜
日
／
一
四
六
六
年
六
月
二
七
日
、
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム

が
サ
フ
ラ
ー
地
区
に
建
設
し
た
マ
ド
ラ
サ
と
墓
廟
の
竣
工
を
記
念

し
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
最
初
の
フ
ト
バ
を
行
な
っ
た
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
就
任
し
た
経
歴
は

な
い
が
、
記
念
式
典
や
巡
礼
時
に
臨
時
に
フ
ト
バ
を
行
な
っ
た
こ

と
を
示
す
記
述
は
複
数
確
認
さ
れ
る）

6
（

。

こ
の
式
典
で
は
シ
ャ
ラ
フ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ア
ン

サ
ー
リ
ー Sharaf al-D
īn M

ūsā al-A
ns

4ārī

（
八
八
一
／
一
四

七
六
年
歿
）
が
礼
拝
の
責
任
者
を
務
め
、
四
法
学
派
の
大
カ
ー

デ
ィ
ー
、
当
時
す
で
に
職
を
退
い
て
い
た
前
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ

＝

ス
ィ
ッ
ル
の
ム
ヒ
ッ
ブ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
ッ＝

シ
フ
ナM

uh

4ibb al-D
īn M

uh

4am
m

ad Ibn al-Shih

4na

（
八
九

〇
／
一
四
八
五
年
歿
））

7
（

を
は
じ
め
と
す
る
有
力
ウ
ラ
マ
ー
、
マ
ム

ル
ー
ク
ら
、
政
府
要
人
が
出
席
し
た
。
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大

カ
ー
デ
ィ
ー
の
サ
ラ
ー
フ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

マ
キ
ー

ニ
ー S

4alāh

4 al-D
īn A

h

4m
ad ibn M

uh

4am
m

ad al-M
akīnī

（
八

二
一
〜
八
八
一
／
一
四
一
八-

一
九
〜
一
四
七
六
年
）
が
、
城
塞

で
自
ら
が
行
な
う
べ
き
フ
ト
バ
に
複
数
の
代
理
を
立
て
て
駆
け
付

け
た
ほ
ど
の
重
要
性
と
高
い
関
心
を
集
め
た
出
来
事
と
し
て
記
さ

れ
て
い
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
八
七
一
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル＝

ウ
ー
ラ
ー
月
中
旬
／
一
四
六
六
年
一
二
月
、
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ブ
ル
キ
ー
ニ
ー Badr al-D

īn A
bū al-

Sa‘ādāt M
uh

4am
m

ad ibn al-Bulqīnī

（
八
九
〇
／
一
四
八
五

年
歿
）
が
エ
ジ
プ
ト
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
を

解
か
れ
た
際
、
数
日
間
で
は
あ
る
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
が
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
職
を
代
行
し
た
と
す
る
記
述
で
あ
る
。
バ

ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
カ
ー
デ
ィ
ー
職
の
任
命
に
あ
た
っ
て

七
、
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
も
の
費
用
を
要
し
た
も
の
の
、
未
熟

で
素
行
も
悪
く
、
そ
の
就
任
期
間
は
わ
ず
か
四
カ
月
で
あ
っ
た）

8
（

。

代
わ
っ
て
ワ
リ
ー
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ア
ス
ユ
ー

テ
ィ
ー W

alī al-D
īn A

h

4m
ad ibn A

h

4m
ad al-A

syūt

4ī

（
八
一

三
〜
八
九
一
／
一
四
一
〇
〜
一
四
八
六
年
）
が
任
命
さ
れ
る
ま
で

の
期
間
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
命
に
よ
り
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

が
臨
時
カ
ー
デ
ィ
ー
と
し
て
裁
定
を
下
し
、
法
に
関
す
る
意
見
書



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
三
九
（
一
三
九
）　

（m
akātīb

）
を
提
出
し
た）

9
（

。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
年
代
記
中
し
ば
し
ば
「
カ
ー

デ
ィ
ー
」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
呼
称
は
実
際
に

カ
ー
デ
ィ
ー
職
の
就
任
歴
を
問
わ
ず
尊
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た

が
、
彼
自
身
が
義
父
の
ア
ラ
ム
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ブ

ル
キ
ー
ニ
ー
の
も
と
で
法
勧
告
書
（
フ
ァ
ト
ワ
ー
）
作
成
の
イ

ジ
ャ
ー
ザ
を
獲
得
し
て
ム
フ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
実
務
経
験
を
積
ん

だ
事
実
に
加
え
、
彼
の
死
亡
記
事
に
お
い
て
も
法
学
に
通
暁
し
て

い
た
こ
と
が
特
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
定
の
実
体
を
伴
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る）

10
（

。
ウ
ラ
マ
ー
と
官
僚
の
子
弟
の
教
育
課
程

は
、
共
通
す
る
初
等
教
育
の
諸
テ
キ
ス
ト
を
修
了
し
た
後
、
そ
れ

ぞ
れ
の
専
門
的
教
養
の
修
得
へ
と
分
岐
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た

が）
11
（

、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
義
父
の
も
と
で
高
度
な
法
学

的
知
識
を
修
得
し
て
い
た
点
は
、
ト
ル
コ
語
へ
の
熟
達
と
併
せ
、

彼
の
知
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
み
え
る
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。

2
．
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
期

フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
の
死
後
ス
ル
タ
ー
ン
に
就
任
し
た
ヤ
ル
バ
ー
イ

（
在
位
一
四
六
七
年
）、
テ
ィ
ム
ル
ブ
ガ
ー
（
在
位
一
四
六
七
〜
一

四
六
八
年
）
に
よ
る
政
権
は
い
ず
れ
も
短
命
に
終
わ
っ
た
が
、
続

く
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
長
期
政
権
の
樹
立
に
成
功
し
た）

12
（

。
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
と
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
主
従
関
係
は
、
八

九
三
／
一
四
八
八
年
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
死
去
す
る

ま
で
の
二
〇
年
間
に
も
及
ぶ
た
め
、
必
然
的
に
行
政
官
と
し
て
の

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
関
す
る
言
及
は
こ
の
時
期
に
集
中

し
て
い
る
。

（
1
）
ス
ル
タ
ー
ン
の
広
報
官

ス
ル
タ
ー
ン
の
意
向
を
代
弁
し
、
布
告
文
を
作
成
す
る
王
室
広

報
官
と
し
て
の
役
割
は
、
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
と
い

う
職
掌
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
一
方
で
、
儀
礼
的
側
面
が
強

く
、
か
つ
日
常
的
で
あ
る
ゆ
え
に
史
料
か
ら
は
断
片
的
な
情
報
し

か
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
自
身
の
発
言
や
起
草
し
た
布
告
の
内
容
に
つ
い
て
具
体

的
な
記
述
の
得
ら
れ
る
事
例
が
分
析
の
中
心
と
な
る
が
、
ス
ル

タ
ー
ン
の
広
報
官
と
し
て
の
役
割
を
確
認
す
る
に
は
十
分
で
あ
ろ

う
。カ

ー
イ
ト
バ
ー
イ
治
世
に
お
け
る
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

の
職
務
と
し
て
最
初
に
確
認
さ
れ
る
史
料
記
述
は
、
北
シ
リ
ア
軍

事
遠
征
費
に
対
す
る
施
策
の
発
表
で
あ
る
。
八
七
二
年
ラ
ジ
ャ
ブ

月
／
一
四
六
八
年
二
月
に
ス
ル
タ
ー
ン
に
即
位
し
た
カ
ー
イ
ト

バ
ー
イ
が
直
面
し
た
の
は
、
ド
ゥ
ル
カ
ド
ゥ
ル
侯
国
の
シ
ャ
ー
・
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一
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一
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ス
ワ
ー
ルShāh Suw

ār

（
在
位
一
四
六
六
〜
一
四
七
二
年
）
に

よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
軍
事
的
脅
威
と
戦
費
増
大
に
よ
る
国
庫
の

窮
乏
で
あ
っ
た）

13
（

。
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
カ
リ
フ
、
四
法
学
派
の
大

カ
ー
デ
ィ
ー
、
シ
ャ
イ
フ
・
ア
ル＝

イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
ミ
ー
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ア
ク
サ
ラ
ー
イ
ー A

m
īn al-D

īn 
Y

ah

4yā ibn M
uh

4am
m

ad al-A
qs

4arā’ī

（
七
九
七
〜
八
八
〇
／

一
三
九
四-

九
五
〜
一
四
七
五
年
）
ら
を
招
集
し
た
諮
問
会
議
に

お
い
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
に
ス
ル
タ
ー
ン
の
施
策
を

代
弁
す
る
役
割
を
託
し
た
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ス
ワ
ー
ル
に
対
す
る
軍
事
遠
征

の
必
要
性
と
、
財
政
の
逼
迫
か
ら
遠
征
費
捻
出
が
不
可
能
で
あ
る

旨
を
訴
え
、
私
有
財
産
及
び
モ
ス
ク
に
対
す
る
ワ
ク
フ
の
収
益
の

う
ち
、
宗
教
儀
礼
に
必
要
な
経
費
を
除
外
し
た
余
剰
分
を
ス
ル

タ
ー
ン
の
ザ
ヒ
ー
ラ
（
直
轄
財
源
、dhakhīra

）
に
組
み
入
れ
る

方
針
を
述
べ
た
。
だ
が
こ
の
発
表
に
対
し
、
ま
ず
は
ア
ミ
ー
ル
ら

軍
関
係
者
の
資
産
や
女
性
た
ち
の
宝
飾
品
を
売
却
す
べ
き
と
し
て
、

ア
ク
サ
ラ
ー
イ
ー
か
ら
猛
烈
な
反
発
が
寄
せ
ら
れ
、
遠
征
費
徴
収

の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る）

14
（

。

ス
ル
タ
ー
ン
の
施
策
を
広
報
す
る
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

の
姿
は
、
八
八
五
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ル＝

ア
ウ
ワ
ル
月
／
一
四
八

〇
年
五-

六
月
、
預
言
者
誕
生
祭
を
祝
し
た
饗
応
後
の
会
合
に
お

い
て
も
確
認
さ
れ
る
。
合
計
六
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
を
載
せ
た
六
枚

の
盆
を
運
ぶ
六
人
の
宦
官
を
引
き
連
れ
て
現
れ
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
は
、
前
年
の
巡
礼
で
ス
ル
タ
ー
ン
が
メ
デ
ィ
ナ
住
民

の
困
窮
を
目
の
当
た
り
に
し
、
同
地
の
貧
者
た
ち
の
た
め
に
ワ
ク

フ
を
設
立
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た）

15
（

。

こ
こ
で
彼
は
以
下
の
通
り
発
言
し
た
と
さ
れ
る
。

ス
ル
タ
ー
ン
│
神
が
彼
に
勝
利
を
与
え
ん
こ
と
を
│
は
、
昨

年
巡
礼
に
向
か
わ
れ
た
際
、
高
貴
な
る
メ
デ
ィ
ナ
の
住
民
が

ま
す
ま
す
食
糧
に
窮
乏
し
て
い
る
の
を
ご
覧
に
な
っ
た
。
そ

の
た
め
、
我
ら
が
主
人
ス
ル
タ
ー
ン
は
、
高
貴
な
る
メ
デ
ィ

ナ
に
お
い
て
、
以
後
も
継
続
す
る
慈
善
を
行
な
う
こ
と
を
お

誓
い
に
な
っ
た
。
至
高
な
る
神
の
た
め
に
ス
ル
タ
ー
ン
が
用

意
な
さ
っ
た
こ
の
資
金
は
、
純
粋
に
個
人
に
属
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
た
ち
の
家
（bayt al-

m
uslim

īn

）」
の
財
で
は
な
い
。
こ
れ
を
も
っ
て
メ
デ
ィ
ナ

の
貧
者
た
ち
に
対
し
、
ワ
ク
フ
と
す
る
土
地
（d

4iyā‘

）、
建

物
（am

ākin

）、
集
合
住
宅
（rubū‘: 

単
数
形
ラ
ブ
ウ

rab‘
））
16
（

等
を
購
入
し
、
メ
デ
ィ
ナ
に
お
い
て
毎
日
﹇
支
給
さ

れ
る
﹈
ダ
シ
ー
シ
ャ
（
挽
割
小
麦
粥
、dashīsha

）
と
パ
ン
、

油
な
ど
を
生
産
す
る
た
め
の
財
源
と
す
る
。
こ
れ
は
ヘ
ブ
ロ



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
四
一
（
一
四
一
）　

ン
の
街
で
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
様
で
あ
る）
17
（

。

こ
の
発
表
を
受
け
、
場
内
か
ら
は
ス
ル
タ
ー
ン
に
対
す
る
神
の

加
護
を
求
め
る
ド
ゥ
ア
ー
（
祈
願
、du‘ā’

）
の
声
が
沸
き
起
こ
っ

た）
18
（

。
同
様
に
八
八
八
／
一
四
八
三
年
の
預
言
者
誕
生
祭
で
は
、
ザ

イ
ン
・
ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
に
よ
っ
て
ス
ル
タ
ー
ン
が
私
有
地

（am
lāk

）、
ラ
ブ
ウ
、
リ
ザ
ク
（
恩
賞
地
、rizaq

）
を
二
〇
万

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
で
購
入
し
、
メ
デ
ィ
ナ
に
対
す
る
ワ
ク
フ
に
充
当

す
る
こ
と
、
同
地
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
雑
税
を
廃
止
し
、
メ
デ
ィ

ナ
の
ア
ミ
ー
ル
に
は
一
、
〇
〇
〇
イ
ル
ダ
ッ
ブ
（
約
九
〇
キ
ロ

リ
ッ
ト
ル
）
の
小
麦
が
補
償
さ
れ
る
旨
が
発
表
さ
れ
た）

19
（

。

こ
れ
ら
の
事
例
に
み
え
る
の
は
、
諮
問
会
議
や
重
要
行
事
に
お

い
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
ス
ル
タ
ー
ン
の
意
向
を
代

弁
し
、
参
集
し
た
国
家
の
要
人
た
ち
の
承
認
を
得
る
と
い
う
日
常

の
政
治
手
続
き
で
あ
る
。
同
時
に
、
宦
官
に
金
貨
を
運
ば
せ
る
演

出
に
よ
る
、
ワ
ク
フ
設
立
資
金
の
出
処
が
ス
ル
タ
ー
ン
の
私
財
で

あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
視
覚
的
効
果
も
注
目
に
値
す
る
。
す
な
わ

ち
、
単
に
ス
ル
タ
ー
ン
の
政
策
を
広
報
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ

れ
を
い
か
に
実
現
に
至
ら
し
め
る
か
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
「
ト
ル

コ
人
た
ち
と
の
交
流
に
必
須
の
言
語
に
精
通
し
て
い
た
」）

20
（

こ
と
は
、

ス
ル
タ
ー
ン
と
の
円
滑
な
意
識
共
有
に
お
い
て
多
分
に
寄
与
し
、

彼
が
重
用
さ
れ
る
一
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

21
（

。

続
い
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
自
身
の
手
に
な
る
文
書

に
関
す
る
史
料
記
述
を
見
て
み
よ
う
。

ⅰ
．
イ
ブ
ン
・
ア
ル=

フ
ァ
ー
リ
ド
論
争
と
ビ
カ
ー
イ
ー

八
七
五
／
一
四
七
〇
年
、
ス
ー
フ
ィ
ー
詩
人
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ドIbn al-Fārid

4

（
六
三
二
／
一
二
三
五
年
歿
）
の
適

法
性
を
め
ぐ
り
、
カ
イ
ロ
の
主
だ
っ
た
ウ
ラ
マ
ー
を
二
分
す
る
激

し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
た）

22
（

。
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
に
対

す
る
支
持
を
表
明
し
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
、
論
争
を
終
結
さ
せ

る
た
め
、
同
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
／
一
四
七
〇
年
六-

七
月
、
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
対
し
、
シ
ャ
イ
フ
・
ア
ル＝

イ
ス
ラ
ー

ム
の
ザ
カ
リ
ー
ヤ
ー
・
ア
ル＝

ア
ン
サ
ー
リ
ー Zakariyyā’ 

M
uh

4am
m

ad ibn A
h

4m
ad al-A

ns

4ārī

（
九
二
六
／
一
五
二
〇

年
歿
）
に
対
す
る
質
問
状
の
作
成
を
命
じ
た）

23
（

。

こ
の
際
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
起
草
し
た
書
簡
の
全
文

が
イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
スZayn

（Shihāb

） al-D
īn M

uh

4am
m

ad 
ibn Iyās

（
八
五
二
〜
九
三
〇
年
頃
／
一
四
四
八
〜
一
五
二
四
年

頃
）
に
よ
っ
て
記
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
以
下
に
引
用
す
る
。
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一
四
二
（
一
四
二
）　

シ
ャ
イ
フ
に
し
て
イ
マ
ー
ム
、
大
学
者
で
あ
り
そ
の
知
見
は

大
海
の
如
き
ザ
カ
リ
ー
ヤ
ー
・
ア
ル＝

ア
ン
サ
ー
リ
ー
・

ア
ッ＝

シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
│
神
が
彼
を
通
じ
て
ム
ス
リ
ム
た

ち
に
恩
恵
を
賜
ら
ん
こ
と
を
│
は
、
我
々
の
主
人
に
し
て

シ
ャ
イ
フ
、
ア
ー
リ
フ
で
あ
る
ウ
マ
ル
・
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
│
神
が
そ
の
慈
悲
で
彼
を
守
護
し
、
ま
た
彼
に

満
足
さ
れ
ん
こ
と
を
│
を
不
信
仰
者
呼
ば
わ
り
す
る
者
ど
も

に
つ
い
て
は
何
と
述
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
の
教
義
が
腐
敗

し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
言
葉
が
誤
解
を

受
け
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
だ
が
こ
れ
は
偉
大
な
る

ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
間
で
は
周
知
の
意
味
に
関
し
て
、
シ
ャ

リ
ー
ア
に
と
っ
て
害
と
は
な
ら
ぬ
彼
ら
の
議
論
に
お
け
る
術

語
を
用
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
ー
リ
フ
の
言

葉
は
、
彼
の
タ
リ
ー
カ
に
お
け
る
人
々
の
術
語
に
言
及
し
た

も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
非
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
の
術
語

に
言
及
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
何
か）

24
（

。

こ
の
書
簡
は
質
問
状
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
質
的

に
は
ア
ン
サ
ー
リ
ー
に
対
し
て
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
を

適
法
と
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
よ
り
こ
の
質
問
状
を
受
け
取
っ
た
ア
ン
サ
ー

リ
ー
は
、
返
答
を
引
き
伸
ば
し
た
。
だ
が
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
幾
日
に
も
わ
た
り
要
求
を
続
け
た
た
め
、
ア
ン
サ
ー

リ
ー
は
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
の
用
い
る
術
語
の
真
の
意

味
を
理
解
で
き
な
い
者
は
論
駁
を
控
え
る
べ
き
と
い
う
内
容
の

フ
ァ
ト
ワ
ー
を
記
し
て
い
る）

25
（

。

反
対
派
の
中
心
人
物
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
者
で
歴
史
記
述

で
も
知
ら
れ
る
ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ビ

カ
ー
イ
ー Burhān al-D

īn Ibrāhīm
 al-Biqā‘ī

（
八
八
五
／
一

四
八
〇
年
歿
）
で
あ
っ
た
。
八
七
五
年
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
／
一
四
七

〇
年
二-

三
月
、
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
支
持
者
た
ち
に

よ
る
ビ
カ
ー
イ
ー
批
判
が
激
し
さ
を
増
す
と）

26
（

、
ビ
カ
ー
イ
ー
は
彼

の
支
持
者
た
ち
を
カ
イ
ロ
市
内
の
複
数
地
点
に
配
し
、
通
り
が

か
っ
た
敵
対
者
を
棒
で
打
ち
据
え
る
よ
う
指
示
し
た
。
こ
の
計
画

を
知
っ
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
、
ダ
ワ
ー
ダ
ー
ル
（
私

設
官
房
長
）
の
バ
ラ
カ
ー
トBarakāt

）
27
（

を
派
遣
し
、
ビ
カ
ー
イ
ー

一
派
に
よ
っ
て
捕
縛
さ
れ
た
者
た
ち
を
解
放
す
る
よ
う
取
り
計

ら
っ
た
た
め
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
つ
い
て
多
く
の
祈

願
（ad‘iya

）
の
声
が
上
が
っ
た）
28
（

。
だ
が
そ
の
一
方
で
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
は
、
八
七
七
年
ズ
ー
・
ア
ル＝

ヒ
ッ
ジ
ャ
月
／

一
四
七
三
年
四-

五
月
、「
不
信
仰
（kufr

）」
を
宣
告
さ
れ
、

マ
ー
リ
ク
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
の
ブ
ル
ハ
ー
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
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三
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四
三
）　

ン
・
ア
ッ＝

ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー Burhān al-D

īn Ibrāhīm
 ibn 

M
uh

4am
m

ad al-Laqqānī

（
八
九
六
／
一
四
九
〇
年
歿
）
の
も

と
で
処
刑
の
危
機
に
あ
っ
た
ビ
カ
ー
イ
ー
を
呼
び
寄
せ
、
自
ら
の

権
限
で
ビ
カ
ー
イ
ー
を
助
命
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
イ
ブ

ン
・
イ
ヤ
ー
ス
は
「
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
が
い
な
け

れ
ば
、
ビ
カ
ー
イ
ー
に
善
き
事
﹇
死
刑
の
回
避
﹈
は
生
じ
な
か
っ

た
」
と
述
べ
て
い
る）

29
（

。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド

擁
護
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
を
ア
ン
サ
ー
リ
ー
か
ら
引
き
出
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
が
、
反
対
派
の
領
袖
で
あ
る
ビ
カ
ー
イ
ー
を
助
命
し

た
点
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
ホ
メ
リ
ン
は
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝
フ
ァ
ー
リ
ド
支
持
派

の
碩
学
ム
フ
ィ
ー
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル=
カ
ー
フ
ィ
ヤ

ジ
ー M

uh

4yī al-D
īn M

uh

4am
m

ad al-K
āfiyajī

（
八
七
九
／
一

四
七
四
年
歿
）
に
学
ん
だ
こ
と
を
根
拠
に
、
彼
自
身
も
イ
ブ
ン
・

ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
支
持
派
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

が）
30
（

、
史
料
記
述
か
ら
明
確
な
判
断
材
料
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
が
、
彼
が
ス
ル
タ
ー
ン
の
意
向
を
汲
み
つ
つ
、
市
内
に
お
け
る

衝
突
を
回
避
す
る
よ
う
努
め
、
反
対
派
の
中
心
人
物
に
対
し
て
も

穏
便
な
処
遇
を
与
え
た
と
い
う
一
連
の
記
述
か
ら
は
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
と
っ
て
は
い
ず
れ
の
側
に
つ
く
か
と
い
う
以

上
に
、
犠
牲
者
を
出
さ
ず
に
事
態
を
早
期
収
拾
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ⅱ
．
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
落
馬

続
い
て
取
り
上
げ
る
文
書
は
、
全
文
こ
そ
明
ら
か
で
な
い
も
の

の
、
そ
の
作
成
の
経
緯
は
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
と
し

て
の
役
割
を
検
討
す
る
上
で
注
目
に
値
す
る
。

八
九
一
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ル＝

ア
ウ
ワ
ル
月
／
一
四
八
六
年
三

-

四
月
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
の
照
明
用
と
し
て
城
塞
の
ミ
ナ
レ
ッ
ト
に

設
置
さ
れ
た
柱
が
倒
壊
す
る
事
故
が
生
じ
た
。
こ
れ
を
不
吉
な
予

兆
と
捉
え
た
人
々
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
災
い
が
降
り
か
か
る
の
で

は
な
い
か
と
噂
し
た
。
そ
の
二
日
後
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
愛
馬

が
突
如
暴
れ
出
し
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
落
馬
し
て
大
腿
部
を
骨
折
し

た
上
、
夥
し
い
出
血
を
伴
っ
た
。
怪
我
の
状
態
が
深
刻
で
あ
っ
た

た
め
、「
ス
ル
タ
ー
ン
崩
御
」
の
誤
報
が
カ
イ
ロ
を
駆
け
巡
り
、

市
民
ら
を
震
撼
さ
せ
た
。

事
態
を
憂
慮
し
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
、
登
城
し
た
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
対
し
、「
ス
ル
タ
ー
ン
に
大
事
な
く
、
近
日

中
に
回
復
す
る
」
と
い
う
旨
の
布
告
文
（m

arāsīm

）
の
作
成
と

ア
レ
ッ
ポ
へ
の
送
付
を
命
じ
た
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は

た
だ
ち
に
着
手
し
、
ハ
ー
ッ
サ
キ
ー
ヤ
（
ス
ル
タ
ー
ン
親
衛
隊
）
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の
マ
ム
ル
ー
ク
を
通
じ
て
布
告
は
即
日
シ
リ
ア
に
向
け
て
発
送
さ

れ
た）

31
（

。
マ
ラ
テ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
布
告
は
人
々
が
ス
ル
タ
ー
ン
の

死
を
信
じ
る
こ
と
で
生
ず
る
諸
状
況
の
荒
廃
を
回
避
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
お
り）

32
（

、
新
ス
ル
タ
ー
ン
の
擁
立
を
画
策
す
る
シ
リ
ア

の
有
力
ア
ミ
ー
ル
ら
を
牽
制
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
実
際
、
八
八
二
／
一
四
七
七
年
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
ら
僅
か
な
側
近
を
伴
い
シ
リ
ア
方
面
の
視
察
を
行
な
っ
た
カ
ー

イ
ト
バ
ー
イ
が
病
に
罹
っ
た
際
に
は
、
留
守
を
預
か
る
カ
イ
ロ
の

ア
ミ
ー
ル
や
市
民
た
ち
の
間
で
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
死
亡
し
、
す
で

に
ダ
マ
ス
ク
ス
に
埋
葬
さ
れ
た
と
の
飛
語
が
流
布
し
、
新
ス
ル

タ
ー
ン
擁
立
の
動
き
が
活
発
化
し
て
市
内
は
著
し
い
混
乱
に
陥
っ

た）
33
（

。
こ
の
よ
う
な
過
去
の
経
験
を
踏
ま
え
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
早
急
な
る
文
書
の
作
成
・
送
付
を

命
じ
た
の
で
あ
る
。
ス
ル
タ
ー
ン
の
安
否
情
報
は
政
権
の
維
持
に

直
結
す
る
国
家
機
密
で
あ
り
、
バ
リ
ー
ド
制
の
監
督
者
で
も
あ
っ

た
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
が
体
制
の
安
定
に
寄
与
し
て

い
た
こ
と
を
明
示
す
る
例
と
い
え
よ
う
。

（
2
）
国
外
要
人
の
受
け
入
れ
と
ム
ズ
ヒ
ル
邸

カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
の
職
務
の
な
か
で
、
先
行
研

究
に
お
い
て
ス
ル
タ
ー
ン
の
広
報
官
に
次
ぐ
重
要
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
の
は
、
外
交
上
の
役
割
で
あ
る
。
外
交
文
書
の
作
成
は
文

書
庁
の
主
要
業
務
に
数
え
ら
れ
る
ほ
か
、
カ
イ
ロ
を
来
訪
し
た
外

交
使
節
団
に
対
し
て
は
、
一
般
に
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ

ル
が
ス
ル
タ
ー
ン
へ
の
謁
見
許
可
書
の
発
行
と
引
き
合
わ
せ
を
行

な
っ
た）

34
（

。

他
方
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
個
人
の
経
歴
に
着
目
し
た
場

合
、
友
好
的
、
敵
対
的
関
係
を
問
わ
ず
、
国
外
か
ら
の
要
人
の
受

け
入
れ
に
関
す
る
記
述
が
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
な

の
は
、
彼
が
カ
イ
ロ
市
内
に
所
有
す
る
邸
宅
が
そ
の
舞
台
と
な
っ

て
い
た
点
で
あ
る
。

こ
の
側
面
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
情
報
が
得
ら
れ
る
の
は
、
オ

ス
マ
ン
朝
の
ジ
ェ
ム
・
ス
ル
タ
ー
ン
が
カ
イ
ロ
を
訪
れ
た
際
の
記

述
で
あ
る
。
八
八
六
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー
月
二
二
日

／
一
四
八
一
年
六
月
二
〇
日
、
イ
ェ
ニ
シ
ェ
ヒ
ル
の
戦
い
で
オ
ス

マ
ン
朝
の
帝
位
争
い
に
敗
れ
た
ジ
ェ
ム
・
ス
ル
タ
ー
ン

Jum
jum

a ibn al-Sult

4ān M
uh

4am
m

ad

（
八
六
四
〜
九
〇
〇
／

一
四
五
九
〜
一
四
九
五
年
）
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
へ
の
亡
命
を
打

診
し
、
こ
れ
を
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
が
受
け
入
れ
た
こ
と
で
ジ
ェ
ム

は
家
族
と
一
〇
〇
名
ほ
ど
の
従
者
を
伴
い
シ
リ
ア
地
方
を
南
下
し
、

同
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
／
一
四
八
一
年
九-

一
〇
月
、
カ
イ
ロ
に
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ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
四
五
（
一
四
五
）　

到
着
し
た
。

ジ
ェ
ム
は
ス
ル
タ
ー
ン
に
謁
見
し
た
後
、
政
府
高
官
ら
の
歓
待

を
受
け
た
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ジ
ェ
ム
を
ラ
ト
リ
ー

池
畔
の
自
宅
に
宿
泊
さ
せ
、
空
前
の
饗
応
で
接
待
し
た
。
イ
ブ

ン
・
イ
ヤ
ー
ス
の
年
代
記
に
従
え
ば
、
こ
の
饗
応
は
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
息
子
た
ち
の
割
礼
式
と
い
う
名
目
で
あ
り）
35
（

、

ジ
ェ
ム
の
ほ
か
、
最
有
力
の
マ
ム
ル
ー
ク
た
ち
が
招
待
さ
れ
て
い

た
。こ

の
饗
応
に
関
し
て
は
、
イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
ス
に
よ
っ
て
詳
細

な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
事
前

に
ラ
ト
リ
ー
池
周
辺
の
住
民
に
対
し
て
家
屋
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
を

指
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
に
一
〇
ラ
ト
ル
（
約
四
、
五
八
〇
グ

ラ
ム
）
の
油
と
豪
勢
な
食
糧
を
載
せ
た
盆
を
配
布
し
た
。
地
元
住

民
の
協
力
を
得
て
、
三
晩
連
続
で
池
は
針
穴
に
糸
を
通
せ
る
ほ
ど

に
煌
々
と
照
ら
さ
れ
た
。
客
人
ら
を
乗
せ
た
借
上
げ
船
が
池
に
浮

か
び
、
各
地
方
か
ら
集
め
ら
れ
た
男
女
の
歌
い
手
が
歌
を
披
露
し

た
。
そ
れ
は
「
普
段
は
慎
み
深
い
少
女
さ
え
も
見
物
に
行
く
ほ
ど

の
」
壮
観
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
チ
ー
ズ
商
の
ウ
ス

フ
ー
ル ‘U

s

4fūr al-Jabbān

」
や
「
菓
子
屋
の
イ
ブ
ン
・
ア
ッ＝

ザ
イ
バ
クIbn al-Zaybaq al-H

4ulw
ānī

」
が
見
物
客
に
対
す
る

売
り
上
げ
で
そ
れ
ぞ
れ
一
二
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
を
記
録
し
た
と
あ

り
、
カ
イ
ロ
市
民
が
大
挙
し
て
ラ
ト
リ
ー
池
に
押
し
寄
せ
た
こ
と

で
副
次
的
な
経
済
効
果
が
生
じ
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
主
催
の
割
礼
式
は
、
総
じ
て
「
こ

の
数
夜
で
ど
れ
ほ
ど
の
金
額
が
費
や
さ
れ
た
か
予
測
不
可
能
な
ほ

ど
の
」）

36
（

一
大
行
事
で
あ
り
、
当
時
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

の
権
勢
を
示
す
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
よ
り
注
意
を

払
う
べ
き
は
、
こ
の
盛
大
な
式
典
の
背
景
に
、
歓
待
に
要
す
る
経

費
は
惜
し
ま
ぬ
よ
う
に
と
い
う
ス
ル
タ
ー
ン
の
通
達
が
あ
っ
た
と

い
う
点
で
あ
る）

37
（

。
国
境
を
越
え
た
ジ
ェ
ム
が
カ
イ
ロ
に
至
る
ま
で

の
期
間
に
つ
い
て
は
史
料
間
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
二
カ
月

か
ら
三
カ
月
と
い
う
長
期
間
を
要
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
ハ
ト
ッ

ク
ス
は
、
歓
待
の
準
備
と
今
後
の
処
遇
を
討
議
す
る
た
め
に
カ
イ

ロ
側
が
引
き
延
ば
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る）

38
（

。
こ
の
割
礼
式

は
、
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
私
的
な
祝
賀
行
事
と
い
う
以
上
に
、
周
到
に

準
備
さ
れ
た
、
王
朝
の
威
容
と
富
を
誇
示
す
る
た
め
の
政
治
的
舞

台
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
朝
と
の
関
係
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
八
八
八
／
一
四
八

三
年
に
始
ま
り
、
以
後
八
年
間
に
及
ぶ
オ
ス
マ
ン
朝
と
の
交
戦
は
、

ム
ズ
ヒ
ル
家
に
と
っ
て
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
八
九
一
年
ラ

ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー
月
／
一
四
八
六
年
四-

五
月
に
は
、

捕
虜
と
な
っ
た
後
釈
放
さ
れ
た
オ
ス
マ
ン
朝
軍
の
書
記
（kātib 
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li’l-‘askar al-‘U
thm
ānī

）
が
治
療
の
た
め
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院

に
滞
在
し
た）

39
（

。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
と
っ
て
最
後
の
公

務
は
八
九
三
／
一
四
八
八
年
、
オ
ス
マ
ン
戦
線
に
派
遣
す
る
ベ
ド

ウ
ィ
ン
の
徴
発
で
あ
り
、
ダ
ワ
ー
ダ
ー
ル
の
ア
ー
ク
ビ
ル
デ
ィ
ー 

Ā
qbirdī m

in ‘A
lī Bāy

（
九
〇
四
／
一
四
九
九
年
歿
）
と
と
も

に
ナ
ー
ブ
ル
ス
に
赴
く
途
上
病
に
倒
れ
、
カ
イ
ロ
に
帰
還
後
死
亡

し
た
。
そ
の
後
の
八
九
五
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル＝

ウ
ー
ラ
ー

月
／
一
四
九
〇
年
三-
四
月
に
は
、
捕
虜
と
な
っ
た
オ
ス
マ
ン
朝

の
ア
ミ
ー
ル
・
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
・
ブ
ン
・
ミ
ー
ハ
ー
ル
（
ミ
ー

ハ
ー
イ
ー
ル
） Iskandar ibn M

īkhāl
（M
īkhā’īl

） 

が
ム
ズ
ヒ

ル
邸
に
移
送
さ
れ
、
息
子
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
の
監
視
下

に
置
か
れ
た）

40
（

。
八
九
六
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル=

ア
ー
ヒ
ラ
月

／
一
四
九
一
年
四-

五
月
、
オ
ス
マ
ン
朝
か
ら
の
使
者

（qās

4id

）
ア
リ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ビ
ー ‘A

lī Jalabī

（
八
四
〇
／
一
四

三
六-

三
七
年
頃
生
））
41
（

が
和
平
協
定
締
結
の
た
め
来
訪
し
た
際
に

は
、
そ
の
従
者
約
一
〇
名
と
と
も
に
ム
ズ
ヒ
ル
邸
の
大
ホ
ー
ル
に

宿
泊
し
て
い
る
。
こ
の
使
節
団
の
来
訪
に
よ
り
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
ら

捕
虜
は
釈
放
さ
れ
、
一
行
に
は
食
事
、
菓
子
、
一
、
〇
〇
〇

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
現
金
が
与
え
ら
れ
、
彼
ら
の
金
曜
礼
拝
は
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
ー
ヒ
ラ
の
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
地
区 

h

4ārat al-Barjaw
ān

に
設
立
し
た
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
で
行
な

わ
れ
た）

42
（

。

オ
ス
マ
ン
朝
以
外
か
ら
の
使
者
来
訪
時
に
も
ム
ズ
ヒ
ル
邸
は
宿

泊
先
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
八
九
二
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
一
二
日

／
一
四
八
七
年
八
月
二
日
、
白
羊
朝
の
ス
ル
タ
ー
ン
・
ヤ
ア
ク
ー

ブY
a‘qūb ibn H

4asan Bak

（
在
位
八
八
三
〜
八
九
六
／
一
四

七
八
〜
一
四
九
〇
年
）
の
使
者
総
勢
二
〇
名
が
贈
答
品
と
書
簡
を

携
え
て
来
訪
し
た
際
、
一
行
は
ラ
ト
リ
ー
池
の
ム
ズ
ヒ
ル
邸
に
宿

泊
し
、
そ
の
後
接
待
役
（
ミ
フ
マ
ン
ダ
ー
ルm

ihm
andār

）
と

と
も
に
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
で
金
曜
礼
拝
を
行
な
っ
た
。
同
月
二

七
日
／
八
月
一
七
日
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ム
ズ
ヒ

リ
ー
ヤ
学
院
に
隣
接
す
る
自
宅
で
使
者
ら
を
歓
迎
す
る
席
を
設
け

た
。
そ
の
翌
日
、
一
行
は
城
塞
の
バ
フ
ラ
・
ホ
ー
ルal-Bah

4ra

）
43
（

で
ス
ル
タ
ー
ン
よ
り
ヒ
ル
ア
を
授
与
さ
れ
て
お
り
、
約
半
月
に
わ

た
り
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
接
待
役
を
担
っ
た
こ
と
が

わ
か
る）

44
（

。
九
一
八
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
一
一
日
／
一
五
一
二
年
三
月

二
九
日
に
五
〇
名
に
及
ぶ
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
一
二
世
の
使
節
団
が

来
訪
し
た
際
に
も
、
ラ
ト
リ
ー
池
の
ム
ズ
ヒ
ル
邸
に
投
宿
し
て
お

り
、
上
述
の
ア
リ
ー
・
ジ
ャ
ラ
ビ
ー
一
行
の
例
と
併
せ
て
、
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
歿
後
も
ム
ズ
ヒ
ル
邸
は
同
様
の
機
能
を

保
持
し
て
い
た
と
い
え
よ
う）

45
（

。

こ
の
よ
う
に
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
と
国
外
か
ら
の
要



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
四
七
（
一
四
七
）　

人
の
関
わ
り
を
考
え
る
際
、
カ
イ
ロ
市
内
に
所
有
す
る
邸
宅
が
重

要
な
位
置
付
け
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
マ
ル
テ
ル
＝

ト
ゥ
ミ
ア
ン
は
、
一
五
世
紀
カ
イ
ロ
の
有
力
官
僚
の
居
住
地
域
と

し
て
カ
ー
ヒ
ラ
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
、
ラ
ト
リ
ー
池
周
辺
を
挙
げ
て
い

る
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
邸
宅
を

所
有
し
て
い
た）

46
（

。
当
該
時
期
に
は
、
良
好
な
住
環
境
を
求
め
、
官

僚
ら
が
ラ
ト
リ
ー
池
周
辺
等
の
や
や
郊
外
に
別
宅
を
構
え
る
傾
向

が
確
認
さ
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
邸
宅
の
利
用
は
、
水
位
の
上
昇

を
利
用
し
た
舟
遊
び
が
可
能
な
ナ
イ
ル
河
の
氾
濫
時
に
限
定
さ
れ

た
と
い
わ
れ
る）

47
（

。
し
た
が
っ
て
、
ジ
ェ
ム
の
一
行
や
ル
イ
一
二
世

の
使
節
団
の
宿
泊
先
と
し
て
、
モ
ス
ク
が
隣
接
し
シ
タ
デ
ル
と
の

距
離
も
短
い
カ
ー
ヒ
ラ
の
本
邸
で
は
な
く
、
ラ
ト
リ
ー
池
の
別
邸

が
利
用
さ
れ
た
の
は
、
利
便
性
よ
り
も
迎
賓
の
場
と
し
て
の
機
能

を
重
視
し
た
結
果
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
息
子
バ
ド

ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
敵
対
国
の
要
人
を
自
宅
で
引
き
受
け
て

い
る
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
ム
ズ
ヒ
ル
邸
は
要
人
の
接
待
に
加
え
、

監
視
と
い
う
面
で
も
好
都
合
な
立
地
及
び
構
造
を
有
し
て
い
た
と

推
定
さ
れ
る）

48
（

。
ム
ズ
ヒ
ル
邸
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
饗
応
に
ス
ル

タ
ー
ン
の
意
向
が
明
確
に
働
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の

邸
宅
の
利
用
が
政
治
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
点
を
強
調
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
3
）
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷

八
七
五
年
ズ
ー
・
ア
ル＝

ヒ
ッ
ジ
ャ
月
／
一
四
七
一
年
五-

六

月
の
御
前
会
議
に
お
い
て
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
大
イ
ー
ワ
ー
ン
改
修

の
必
要
性
を
議
題
に
挙
げ
、
工
事
の
監
督
官
（shādd

）
に
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
を
任
命
し
、
修
繕
に
要
す
る
費
用
な
ど
を

協
議
し
た）

49
（

。
ス
ル
タ
ー
ン
の
ザ
ヒ
ー
ラ
か
ら
二
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル

を
投
じ
て
行
な
わ
れ
た
こ
の
工
事
の
目
的
は
、「
旧
習
に
従
っ
て

そ
こ
で
ヒ
ド
マ
（khidm

a

）
を
行
な
い
、
行
進
す
る
こ
と
」、
す

な
わ
ち
ナ
ー
ス
ィ
ル
・
ム
ハ
ン
マ
ド
の
第
三
治
世
に
倣
い
、
軍
事

パ
レ
ー
ド
や
閉
廷
後
の
賜
餐
を
含
む
、
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
付
随

す
る
一
連
の
儀
礼
的
手
続
き
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た）

50
（

。

し
か
し
、
工
事
は
落
成
に
は
至
ら
ず
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
の
控

訴
院
の
位
置
付
け
に
あ
っ
た
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
が
そ
の
数
年
後
も

ス
ル
タ
ー
ン
の
厩
舎
で
開
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
八
七
九
年
シ
ャ

ア
バ
ー
ン
月
／
一
四
七
四
年
一
一-

一
二
月
の
記
録
か
ら
も
確
認

さ
れ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
厩
舎
の
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
は
多
数
の
案
件

（h
4ukūm

āt

）
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
は
ス
ル
タ
ー
ン

と
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
ら
政
府
高
官
が
共
同
で
審
議
に
あ

た
っ
た）

51
（

。
こ
の
時
代
の
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
は
週
に
二
日
開
廷
さ
れ

て
い
た
が
、
官
吏
の
職
務
怠
慢
か
ら
家
庭
内
の
諸
問
題
ま
で
多
岐
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に
わ
た
る
膨
大
な
訴
状
（qiss4
4a

））
52
（

が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

す
で
に
八
七
六
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ル＝

ア
ウ
ワ
ル
月
／
一
四
七
一

年
八-
九
月
、
カ
ー
デ
ィ
ー
法
廷
の
判
決
に
不
服
の
あ
る
場
合
の

み
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
で
受
理
す
る
と
い
う
布
告
が
出
さ
れ
た
こ
と

か
ら
も
確
か
で
あ
る）

53
（

。

マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
お
け
る
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル

及
び
配
下
の
書
記
た
ち
（kuttāb al-dast

）
の
役
割
は
、
第
一

に
ス
ル
タ
ー
ン
の
左
手
に
座
し
て
訴
状
を
読
み
上
げ
、
裁
定
を
記

録
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
カ
ル
カ
シ
ャ
ン
デ
ィ
ー
の
官

僚
手
引
書
を
分
析
し
た
松
田
に
よ
れ
ば
、
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
寄

せ
ら
れ
る
訴
状
の
受
理
に
は
内
容
や
直
訴
者
の
地
位
に
応
じ
て
複

数
の
経
路
が
存
在
し
、
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝
ス
ィ
ッ
ル
を
は
じ

め
と
す
る
政
府
高
官
に
よ
っ
て
裁
決
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
存
在
し
た
。

文
書
庁
に
送
ら
れ
た
訴
状
に
つ
い
て
は
長
官
自
ら
が
受
理
の
可
否

を
判
断
し
、
審
理
の
上
裁
決
文
を
書
か
せ
た
と
い
う）

54
（

。
マ
ザ
ー
リ

ム
制
度
が
ス
ル
タ
ー
ン
を
正
義
の
頂
点
と
し
な
が
ら
も
官
僚
的
プ

ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
て
い
た
点）

55
（

、
八
七
六
年
の
布
告
以
降

も
多
数
の
訴
状
が
寄
せ
ら
れ
た
事
実
、
そ
し
て
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ

と
分
担
し
て
決
裁
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
に
鑑
み
れ
ば
、

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
担
っ
た
役
割
が
ス
ル
タ
ー
ン
に
よ

る
決
裁
を
記
録
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

マ
ザ
ー
リ
ム
制
度
全
体
に
お
け
る
文
書
庁
の
関
わ
り
方
を
含
め
て
、

今
後
さ
ら
な
る
考
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
ウ
ラ
マ
ー
へ
の
経
済
的
支
援

一
行
政
官
と
し
て
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
と
り
わ
け

関
心
を
払
っ
て
い
た
の
は
、
ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー
（
人
頭
税
）
を
財
源

と
し
た
奨
学
制
度
の
確
立
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
唯
一

言
及
し
て
い
る
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
学
生
や
す
で
に
学
業
を
修
了
し
た
求
職
者
を
リ
ス
ト

化
し
、
手
当
を
支
給
し
つ
つ
職
を
斡
旋
す
る
、
若
手
ウ
ラ
マ
ー
を

対
象
と
し
た
就
職
支
援
の
施
行
を
目
指
し
て
い
た
。
具
体
的
な
斡

旋
先
と
し
て
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
人
事
面
で
の
影

響
力
を
行
使
し
得
た
と
考
え
ら
れ
る
、
バ
ル
ク
ー
キ
ー
ヤ
学
院 

al-Barqūqiyya

、
ジ
ャ
マ
ー
リ
ー
ヤ
学
院 al-Jam

āliyya

、
ム

ア
イ
ヤ
デ
ィ
ー
ヤ
学
院 al-M

u’ayyadiyya

、
ア
シ
ュ
ラ
フ
ィ
ー

ヤ
学
院 al-A

shrafiyya

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）
56
（

。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
が
保
有
し
て
い
た
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル＝

ジ
ャ
ワ
ー

リ
ー
職
と
サ
イ
ー
ド
・
ア
ッ＝

ス
ア
ダ
ー
修
道
場 khānqāh 

Sa‘īd al-Su‘adā’

の
管
財
人
職
は
、「
彼
が
配
慮
を
向
け
て
い
た

有
徳
の
人
々
（al-fud

4alā’

）、﹇
受
給
の
﹈
権
利
を
有
す
る
人
々

（al-m
ustah

4aqqīn

）
に
対
す
る
支
給
手
続
き
を
整
備
す
る
ま
で
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は
辞
職
し
な
か
っ
た
」）
57
（

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
本
制
度
の
徹
底
に
尽
力
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。ま

た
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
学
術
・
文
化
活
動
の
パ

ト
ロ
ン
と
し
て
も
知
ら
れ
、
城
塞
及
び
自
邸
に
お
け
る
ハ
デ
ィ
ー

ス
朗
読
会
、
詩
会
を
開
催
し
、
著
名
ウ
ラ
マ
ー
や
詩
人
を
多
数
招

聘
し
た
。
後
述
す
る
が
、
彼
が
創
立
し
た
マ
ド
ラ
サ
や
リ
バ
ー
ト

に
お
い
て
も
相
当
数
の
ウ
ラ
マ
ー
及
び
そ
の
候
補
生
を
扶
養
し
て

い
た
。
学
術
活
動
の
保
護
と
い
う
観
点
で
と
り
わ
け
注
目
に
値
す

る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
と
民
間
説
教

師
（w

u‘‘āz

4: 

単
数
形
ワ
ー
イ
ズw

ā‘iz

4

）
と
の
パ
ト
ロ
ネ
ー
ジ
関

係
で
あ
る）

58
（

。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
手
厚
い
支
援
を
与
え

た
説
教
師
と
し
て
、「
当
代
の
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

ジ
ャ
ウ

ズ
ィ
ー
」
と
謳
わ
れ
た
ア
ブ
ー
・
ア
ル=

ア
ッ
バ
ー
ス
・
ア
ル＝

ク
ド
ゥ
ス
ィ
ー Shihāb al-D

īn A
bū al-‘A

bbās al-Q
udsī

（
八

七
〇
／
一
四
六
六
年
歿
））
59
（

と
そ
の
弟
子
で
法
学
者
と
し
て
も
著
名

な
シ
ハ
ー
ブ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル=

ウ
マ
イ
リ
ー 

Shihāb al-D
īn A

h

4m
ad al-‘U

m
ayrī al-M

aqdisī

（
八
三
二
〜

八
九
〇
／
一
四
二
八
〜
一
四
八
五
年
））

60
（

、
ア
ウ
ラ
ー
ド
・
ア
ン＝

ナ
ー
ス
出
身
の
ム
ヒ
ッ
ブ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
ダ
ム

ル
ダ
ー
シ
ュM

uh

4ibb al-D
īn M

uh

4am
m

ad ibn D
am

urdāsh

（
八
三
六
頃
〜
八
八
八
／
一
四
三
二-

三
三
〜
一
四
八
三
年
））
61
（

ら

が
い
る
。
ク
ド
ゥ
ス
ィ
ー
は
法
学
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
に
通
じ
、
ア

ク
サ
ー
・
モ
ス
ク
で
ハ
テ
ィ
ー
ブ
及
び
教
授
職
を
務
め
た
。
そ
の

後
カ
イ
ロ
、
メ
ッ
カ
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
拠
点
に
平
易
な
説
教
に

よ
っ
て
貴
顕
、
民
衆
問
わ
ず
絶
大
な
る
人
気
を
博
し
た
一
方
、
前

述
の
ビ
カ
ー
イ
ー
と
鋭
く
対
立
し
、
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て
は
同
時

代
の
著
名
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
賛
否
両
論
を
巻
き
起
こ
す
な
ど
、
そ
の

社
会
的
影
響
力
で
広
く
知
ら
れ
た
人
物
で
あ
っ
た）

62
（

。

無
論
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
学
術
振
興
策
に
は
、
リ
ト

ル
が 

“scholar-bureaucrat

”
と
表
現
し
た
通
り）
63
（

、
彼
自
身
が
学

者
と
し
て
も
十
分
な
素
養
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
知
的
探
究
心
を

満
た
す
側
面
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
ウ
ラ
マ
ー
に
対

す
る
手
厚
い
配
慮
は
、
続
く
章
で
検
討
す
る
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
慈
善
事
業
と
併
せ
、
彼
ら
か
ら
の
支
持
拡
大
に
繫

が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
有
名
説
教
師
に
対
す
る
積
極
的

な
支
援
を
行
な
っ
て
い
た
背
景
に
は
、
自
ら
の
敬
虔
さ
や
政
治

的
・
宗
教
的
見
解
を
広
く
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
場
と
し

て
ワ
ア
ズ
集
会
を
利
用
し
、
非
文
字
文
化
が
優
位
な
当
時
の
マ
ス

メ
デ
ィ
ア
の
一
端
と
し
て
機
能
し
て
い
た
説
教
師
を
統
制
す
る
意

図
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
、
十
分
な
注
意
を
払
っ
て
お
く
べ
き
だ
ろ

う）
64
（

。
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一
五
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（
一
五
〇
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三　

慈
善
事
業

カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
後
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
領
内
の
各
都
市
で
私
財
を
投
じ
た

大
規
模
な
慈
善
事
業
及
び
学
術
振
興
策
を
展
開
し
、
そ
の
善
行
が

「
一
日
中
人
々
の
噂
に
上
る
ほ
ど
」）

65
（

、
篤
志
家
と
し
て
の
高
い
名
声

を
確
立
し
た
。
以
下
で
は
ま
ず
カ
イ
ロ
、
エ
ル
サ
レ
ム
、
メ
デ
ィ

ナ
に
建
設
さ
れ
た
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
に
つ
い
て
概
要
を
示
し
、

続
い
て
そ
の
他
の
慈
善
及
び
文
化
事
業
を
地
域
別
に
検
討
す
る
。

1
．
マ
ド
ラ
サ
の
建
設

（
1
）
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
寄
進
に
よ
る
建
造
物
で
最
も
名

高
い
の
は
、
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
で
あ
る
。
カ
ー
ヒ
ラ

内
の
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
地
区
に
位
置
し
、
サ
ビ
ー
ル
・
ク
ッ
タ
ー

ブ
を
併
設
し
た
。
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
地
区
は
ム
イ
ッ
ズ
通
り
の
西

に
位
置
す
る
住
宅
街
で
、
マ
ド
ラ
サ
は
前
述
の
邸
宅
に
隣
接
し
て

建
設
さ
れ
た）

66
（

。
大
理
石
、
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ
、
象
牙
な
ど
の
建
材
を

多
用
し
た
内
部
装
飾
は
当
時
の
名
工
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル=

カ
ー
デ
ィ

ル
・
ア
ン＝

ナ
ッ
カ
ー
シ
ュ ‘A

bd al-Q
ādir al-N

aqqāsh

が
施

工
し）

67
（

、
サ
ビ
ー
ル
と
ミ
ン
バ
ル
の
銘
に
よ
れ
ば
、
完
成
は
そ
れ
ぞ

れ
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
八
四
年
、
八
八
五
年
で
あ
る）

68
（

。

エ
ジ
プ
ト
国
立
文
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
マ
ド
ラ
サ
の
ワ
ク

フ
文
書
に
基
づ
け
ば
、
バ
ル
ジ
ャ
ワ
ー
ン
地
区
の
土
地
は
元
々
ザ

イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
実
母
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
所
有
で
あ
り
、

死
後
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
単
独
で
相
続
し
た
た
め
、
マ

ド
ラ
サ
建
設
の
用
地
に
充
て
た
と
い
う）

69
（

。
形
態
と
し
て
は
、
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
自
身
を
管
財
人
と
し
、
死
後
の
収
益
を
子

孫
に
充
て
た
自
己
受
益
型
の
家
族
ワ
ク
フ
で
あ
り）

70
（

、
後
継
者
と
な

る
次
男
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
以
外
の
子
供
た
ち
の
名
も
明

記
さ
れ
て
い
る
。

同
文
書
で
は
学
院
内
で
の
ポ
ス
ト
や
諸
手
当
に
関
す
る
前
半
部

分
が
欠
落
し
て
い
る
が）

71
（

、
同
時
代
の
叙
述
史
料
を
辿
る
と
、
少
な

く
と
も
法
学
、
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
、
タ
サ
ウ

ウ
フ
、
論
理
学
、
文
法
学
の
講
義
が
設
置
さ
れ
、
金
曜
礼
拝
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
各
史
料
中
に
断
片
的
に
言
及

さ
れ
て
い
る
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
の
関
係
者
及
び
設
置
科
目
を
整

理
し
た
の
が
、
巻
末
の
付
表
（「
一
．
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ

学
院
関
係
者
」、「
二
．
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
設
置
科

目
」）
で
あ
る
。

設
立
当
時
の
教
授
と
し
て
言
及
が
あ
る
の
は
、
タ
サ
ウ
ウ
フ
の

イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ムSham

s al-D
īn M

uh

4am
m

ad ibn Q
āsim

 



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
五
一
（
一
五
一
）　

al-M
aqsī

（
八
一
七
頃
〜
八
九
三
／
一
四
一
四-

一
五
〜
一
四
八

八
年
）、
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
の
カ
ウ
ラ
ー
ニ
ー Jam

āl al-D
īn 

‘A
bd A

llāh al-K
aw

rānī

（
八
一
八
頃
〜
八
九
四
／
一
四
一
五-

一
六
〜
一
四
八
九
年
）、
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
の
マ
シ
ュ
ハ
デ
ィ
ー 

Bahā’ al-D
īn M

uh
4am

m
ad al-M

ashhadī

（
八
一
二
〜
八
八
九

／
一
四
〇
九
〜
一
四
八
四
年
）
の
三
名
で
あ
る
。
と
り
わ
け
イ
ブ

ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
は
タ
サ
ウ
ウ
フ
の
シ
ャ
イ
フ
の
ほ
か
、
ハ

テ
ィ
ー
ブ
、
イ
マ
ー
ム
も
務
め
、
ラ
マ
ダ
ー
ン
中
の
ハ
デ
ィ
ー
ス

読
誦
を
担
う
な
ど
、
学
院
内
で
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た）

72
（

。
サ

イ
ー
ド
・
ア
ッ＝

ス
ア
ダ
ー
修
道
場
の
シ
ャ
イ
フ
で
あ
っ
た
カ
ウ

ラ
ー
ニ
ー
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
自
身
の
師
と
し
て
も

言
及
さ
れ
て
い
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
マ
ド
ラ
サ
完

成
以
前
の
八
七
一
／
一
四
六
七
年
に
巡
礼
を
行
な
っ
た
際
に
は
、

イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
と
カ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
に
加
え
、
カ
ウ
ラ
ー

ニ
ー
の
歿
後
に
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
教
授
に
就
任
し
た
イ
ブ
ン
・

ア
ラ
ブN

ajm
 al-D

īn M
uh

4am
m

ad ibn ‘A
rab

（
八
三
一
／
一

四
二
八
年
生
）
を
伴
っ
た
こ
と
が
各
人
の
伝
記
記
述
か
ら
判
明
す

る）
73
（

。
ま
た
、
八
九
三
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー
月
／
一
四

八
八
年
三
月
に
イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
の
訃
報
を
受
け
た
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
新
た
な
シ
ャ
イ
フ
と
ハ
テ
ィ
ー
ブ
を
自

ら
指
名
し
た
が）

74
（

、
そ
の
一
人
で
あ
る
イ
ブ
ン
・
ア
ル=

マ
フ
ー
ジ

ブShihāb al-D
īn A

h

4m
ad al-M

ah

4ūjib al-D
im

ashqī

（
八
四

二
／
一
四
三
八
年
生
）
も
八
六
六
／
一
四
六
一-

六
二
年
頃
か
ら

す
で
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
と
親
交
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ

て
お
り）

75
（

、
総
じ
て
同
マ
ド
ラ
サ
の
教
職
員
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
知
己
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ア
リ
ー
・
ム
バ
ー
ラ
ク ‘A

lī Bāshā M
ubārak

（
一
八
二
三

-

二
四
〜
一
八
九
三
年
）
の
地
誌
に
は
「
原
形
を
留
め
て
お
り
、

宗
教
儀
礼
（sha‘ā’ir

）
は
ワ
ク
フ
の
収
益
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

て
い
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら）

76
（

、
一
八
八
〇
年
代
に
お
い
て
も
本
来

の
機
能
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
学
院
の
付
近

に
は
「
ア
ル
バ
イ
ー
ンal-A

rba‘īn

」
の
名
で
知
ら
れ
る
ザ
ー

ウ
ィ
ヤ
が
あ
り）

77
（

、
同
名
の
廟
（d

4arīh

4

）、
井
戸
（bi’r

）、
清
め
所

（m
at

4hara

）
を
備
え
て
い
た
。
こ
の
ザ
ー
ウ
ィ
ヤ
に
つ
い
て
は

一
五
世
紀
の
史
料
に
言
及
が
な
い
た
め
、
ム
ズ
ヒ
ル
邸
、
マ
ド
ラ

サ
、
サ
ビ
ー
ル
・
ク
ッ
タ
ー
ブ
、
ラ
ブ
ウ
か
ら
成
る
複
合
施
設
と

し
て
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い

が
、
運
営
に
は
同
じ
ワ
ク
フ
が
充
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る）

78
（

。

（
2
）
エ
ル
サ
レ
ム
、
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院

カ
イ
ロ
の
ほ
か
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
エ
ル
サ
レ
ム

と
メ
デ
ィ
ナ
に
も
自
身
の
名
を
冠
し
た
マ
ド
ラ
サ
を
建
設
し
た
。
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一
五
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エ
ル
サ
レ
ム
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
は
ハ
デ
ィ
ー
ド
門
通
り
の
南

側
に
位
置
し
、
三
階
建
て
の
最
上
階
部
分
は
隣
接
す
る
ア
ル
グ
ー

ニ
ー
ヤ
学
院 al-A

rghūniyya

を
横
切
り
、
ハ
ラ
ム
の
柱
廊
に
直

接
繫
が
る
構
造
を
有
し
て
い
た
。
完
成
は
カ
イ
ロ
と
ほ
ぼ
同
じ
く

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
八
五
年
と
さ
れ
、
エ
ル
サ
レ
ム
に
お
け
る
マ
ム

ル
ー
ク
朝
期
最
後
の
宗
教
建
築
で
あ
る
。
エ
ル
サ
レ
ム
の
ム
ズ
ヒ

リ
ー
ヤ
学
院
に
関
す
る
史
料
記
述
は
カ
イ
ロ
、
メ
デ
ィ
ナ
に
比
し

て
極
め
て
乏
し
い
が
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
カ
イ
ロ
と
同
様
と
し
て

お
り）

79
（

、
法
学
、
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
、
ク
ル
ア
ー
ン
解
釈
学
、
タ
サ
ウ

ウ
フ
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。

バ
ー
ゴ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
一
〇
二
二
年
サ
フ
ァ
ル
月
／
一
六
一

三
年
三-

四
月
付
で
学
院
の
シ
ャ
イ
フ
、
ム
ダ
ッ
リ
ス
職
の
任
命

記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
一
八
世
紀
の
法
廷
台
帳
（Sijill 220 , 

73; 267 , 150

）
で
は
建
物
は
ダ
ジ
ャ
ー
ニ
ー
家 al-D

ajānī

の
所

有
に
移
り
、
そ
の
後
「
シ
ャ
ア
バ
ー
ニ
ー
邸 dār al-Sha‘bānī
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
ワ
ク
フ
文
書
に
言
及
の

あ
る
一
〇
九
三
／
一
六
八
二
年
以
降
、
教
育
機
関
と
し
て
の
機
能

を
維
持
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
は
ラ
フ
マ
門
に
隣
接
し
て
建

設
さ
れ
、
八
九
三
年
シ
ャ
ウ
ワ
ー
ル
月
／
一
四
八
八
年
九-

一
〇

月
に
は
そ
の
大
部
分
が
完
成
し
た
が）

80
（

、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
は
そ
の
一
カ
月
前
に
カ
イ
ロ
で
歿
し
た
た
め
、
完
成
を
目
に
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
員
及
び
居
住
者
に
つ
い
て
は
、
巻
末
の

付
表
「
三
．
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
及
び
リ
バ
ー
ト
関

係
者
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
予
算
の
管
理
等
、
運
営
は
ハ
サ
ン
系

シ
ャ
リ
ー
フ
の
法
学
者
で
メ
デ
ィ
ナ
史
記
述
で
も
知
ら
れ
る
サ
ム

フ
ー
デ
ィ
ー N

ūr al-D
īn ‘A

lī al-Sam
hūdī

（
八
四
四
〜
九
一

一
／
一
四
四
〇
〜
一
五
〇
六
年
）
が
担
っ
て
い
た）

81
（

。

こ
の
サ
ム
フ
ー
デ
ィ
ー
を
学
院
の
吏
員
に
任
命
し
た
の
は
、
イ

ブ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
・
ア
ル＝

マ
ハ
ッ
リ
ー N

ūr al-D
īn ‘A

lī ibn 
Q

urayba al-M
ah

4allī

（
八
五
〇
〜
九
二
二
／
一
四
四
六-

四
七

〜
一
五
一
六-

一
七
年
）
と
い
う
人
物
で
あ
っ
た）
82
（

。
イ
ブ
ン
・
ク

ラ
イ
バ
は
ビ
カ
ー
イ
ー
の
弟
子
で
、
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ

ド
論
争
が
決
着
し
た
際
に
は
敗
れ
た
師
に
随
伴
し
て
ダ
マ
ス
ク
ス

に
移
住
し
た
が
、
師
の
歿
後
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
よ
っ

て
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
に
お
け
る
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
教

授
に
任
命
さ
れ
、
学
院
内
に
居
住
し
た
。
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
に
よ
れ

ば
、
イ
ブ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
と
と
も

に
巡
礼
を
行
な
い）

83
（

、
ア
ブ
ー
・
ヌ
ア
イ
ムA

bū N
u‘aym

 al-
Is

4fahānī
（
三
三
六
〜
四
三
〇
／
九
四
八
〜
一
〇
三
八
年
）
の
初

期
神
秘
主
義
者
伝
記
集
『
諸
聖
者
の
飾
りH

4ilyat al-A
w

liyā’ 
w

a T

4abaqāt al-A
s

4fi�yā’

』、
ガ
ザ
ー
リ
ー al-Ghazālī

（
一
〇
五



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
五
三
（
一
五
三
）　

八
〜
一
一
一
一
年
）
の
大
著
『
宗
教
諸
学
の
再
興Ih

4yā’ ‘U
lūm

 
al-D
īn

』
な
ど
の
著
作
を
講
読
し
、
親
交
を
深
め
た
こ
と
で
、
ザ

イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
マ
ド
ラ
サ
に
お
け
る
諸
職
を
委
ね
ら

れ
た
と
い
う）

84
（

。
詳
細
は
別
稿
で
論
じ
る
が
、
ビ
カ
ー
イ
ー
は
こ
の

イ
ブ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
を
仲
介
役
と
し
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
に
対
し
ダ
マ
ス
ク
ス
の
ウ
ラ
マ
ー
社
会
に
お
け
る
自
ら
の
苦
境

を
訴
え
、
執
り
成
し
の
依
頼
を
試
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

こ
の
マ
ド
ラ
サ
に
は
男
女
別
の
設
備
を
有
す
る
二
つ
の
リ
バ
ー

ト
が
あ
り
、
居
住
者
の
来
歴
に
関
す
る
具
体
的
言
及
が
得
ら
れ
る
。

そ
の
一
人
で
あ
る
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ア
ッ=

ス
ブ
キ
ー 

Ism
ā‘īl ibn M

uh

4am
m

ad ibn Sulaym
ān al-Subkī

（
八
五
〇

頃
／
一
四
四
六
〜
四
七
年
頃
生
）
は
、
も
と
は
学
問
を
志
し
た
が
、

視
力
が
低
下
し
た
こ
と
で
断
念
し
、
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
に
移
住
し
て

メ
ッ
カ
で
七
年
間
生
活
し
た
後
、
妻
を
伴
っ
て
メ
デ
ィ
ナ
に
移
住

し
た
。
妻
の
死
後
は
預
言
者
モ
ス
ク
で
ク
ル
ア
ー
ン
の
読
誦
な
ど

内
省
の
日
々
を
過
ご
し
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
リ
バ
ー

ト
に
居
住
し
た）

85
（

。
こ
の
よ
う
な
逗
留
者
の
宿
泊
施
設
や
在
住
者
に

対
す
る
救
貧
施
設
と
し
て
の
機
能
は
、
聖
地
に
建
設
さ
れ
た
リ

バ
ー
ト
に
共
通
し
て
確
認
さ
れ
る）

86
（

。

さ
ら
に
こ
の
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
に
ド
ー
ム
を
備
え
た

埋
葬
施
設
が
併
設
さ
れ
て
い
た
点
は
、
他
地
域
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ

に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
生

前
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
カ
イ
ロ
郊
外
に
位
置
す
る
一

族
の
墓
で
は
な
く
、
こ
の
墓
所
へ
の
埋
葬
を
強
く
希
望
し
て
い
た

と
い
う）

87
（

。
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
自
身
も
九
〇
二
／
一
四
九
六-

九
七
年
、

三
度
目
の
メ
デ
ィ
ナ
逗
留
中
に
こ
の
マ
ド
ラ
サ
に
滞
在
し
て
い
た）

88
（

。

2
．
各
地
で
の
慈
善
活
動

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
に
も
居
住
し
、

マ
ド
ラ
サ
内
の
人
事
や
そ
こ
で
執
り
行
な
わ
れ
た
婚
約
式
な
ど
の

子
細
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。
ま
た
前
述
の
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
七
一

年
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
メ
ッ
カ
を
訪
れ
た
際
に
は
、

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
も
家
族
と
と
も
に
逗
留
し
て
お
り
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
同
地
で
行
な
う
慈
善
活
動
を
間
近
で
観
察
し

得
る
立
場
に
あ
っ
た）

89
（

。
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
自
著
の
随
所
で
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
主
導
し
た
慈
善
事
業
に
言
及
し
て
い
る

た
め
、
こ
こ
で
地
域
別
に
そ
の
内
容
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

（
1
）
カ
イ
ロ

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
イ

ロ
市
内
の
複
数
の
モ
ス
ク
や
マ
ド
ラ
サ
に
対
し
、
付
加
工
事
及
び

環
境
整
備
を
行
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ア
ズ
ハ



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
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二
五
年
記
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（
第
一
分
冊
）

一
五
四
（
一
五
四
）　

ル
・
モ
ス
ク
内
の
ジ
ャ
ウ
ハ
リ
ー
ヤ
学
院 al-Jaw

hariyya

へ
の

清
め
所
と
取
水
装
置
（idārat al-sāqiyya

）
の
設
置
、
ム

ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
・
モ
ス
クal-M

ujāw
ir

へ
の
清
め
所
の
設
置
、

サ
ー
リ
ヒ
ー
ヤ
学
院 al-S

4ālih

4iyya

の
噴
水
に
屋
根
（saqīfa

）

を
設
置
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
彼
の
本
邸
に
も
近
い

ア
ク
マ
ル
・
モ
ス
クal-A

qm
ar

の
中
庭
に
日
除
け
幕
（khaym

a

）

を
寄
贈
し
た
。
こ
れ
は
金
曜
礼
拝
に
参
集
し
た
人
々
が
強
烈
な
日

射
に
晒
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
た
た
め
と
い
う）

90
（

。

続
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
郷
里
か
ら
離
れ
て
歿
し
た
有
徳
者

に
対
す
る
墓
地
の
提
供
で
あ
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は

所
有
す
る
二
カ
所
の
墓
に
ウ
ラ
マ
ー
及
び
「
信
仰
正
し
き
人
々

（al-s

4ālih

4īn

）」、
す
な
わ
ち
諸
聖
者
を
埋
葬
し
た
い
と
い
う
願
望

を
抱
い
て
い
た）

91
（

。
こ
こ
で
指
す
墓
と
は
、
一
カ
所
は
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
父
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
サ
フ
ラ
ー

地
区
に
建
設
し
た
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
墓
所
で
あ
る
。
バ
ド
ル
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
は
聖
者
を
深
く
崇
敬
し）
92
（

、
当
時
す
で
に
ズ
ィ
ヤ
ー
ラ

の
対
象
と
な
っ
て
い
た
聖
者
マ
ヌ
ー
フ
ィ
ー
廟
に
隣
接
し
て
建
設

さ
れ
た）

93
（

。
も
う
一
カ
所
は
前
述
の
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学

院
に
隣
接
す
る
墓
所
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
埋

葬
さ
れ
た
人
物
と
し
て
は
、「
ム
ウ
タ
カ
ド
の
一
人
（ah

4ad al-
m

u‘taqadīn

）」
と
表
現
さ
れ
る
ス
ー
フ
ィ
ー
の
サ
ー
ス
ク
ー

ニ
ー Sham

s al-D
īn M

uh

4am
m

ad al-Sāskūnī

（
八
八
六
／
一

四
八
一
年
歿
））

94
（

、「
公
正
の
館 D

ār al-‘A
dl

」
の
ム
フ
テ
ィ
ー
及

び
カ
イ
ロ
市
内
の
複
数
の
マ
ド
ラ
サ
で
法
学
教
授
を
務
め
た
ナ

ジ
ュ
ム
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
イ
ブ
ン
・
カ
ー
デ
ィ
ー
・
ア
ジ
ュ

ル
ー
ンN

ajm
 al-D

īn M
uh

4am
m

ad ibn Q
ād

4ī ‘A
jlūn

（
八
三

一
〜
八
七
六
／
一
四
二
八
〜
一
四
七
二
年
））

95
（

、
同
じ
く
法
学
者
の

イ
ブ
ン
・
ア
ッ＝

サ
ー
ビ
ク
・
ア
ル＝

ハ
マ
ウ
ィ
ー Jam

āl al-
D
īn M

uh

4am
m

ad ibn al-Sābiq al-H

4am
aw
ī

（
八
一
一
〜
八
七

七
／
一
四
〇
九
〜
一
四
七
三
年
））

96
（

の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
い

ず
れ
も
カ
イ
ロ
で
歿
し
て
い
る
。
こ
の
サ
フ
ラ
ー
地
区
の
墓
は

「
イ
ブ
ン
・
ワ
リ
ー
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ンIbn W

alī al-D
īn

」
の

名
で
知
ら
れ
る
シ
ャ
リ
ー
フ
が
住
み
込
み
で
管
理
を
行
な
っ
た）

97
（

。

ま
た
、
か
つ
て
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
要
職
就
任
を
後
押

し
し
た
母
親
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
が
歿
し
て
以
降
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
こ
の
一
族
の
墓
で
就
寝
す
る
こ
と
を
習
慣
と
し
た
と

い
う
記
述
も
存
在
す
る）

98
（

。

そ
れ
以
外
に
は
、「
ア
ズ
ハ
ル
に
お
け
る
タ
サ
ウ
ウ
フ
」
と
あ

り
、
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
に
関
連
す
る
寄
付
講
座
、
も
し
く
は
ズ
ィ
ク

ル
集
会
の
開
催
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
法
学
者
、
学
生
、

貧
者
に
対
す
る
パ
ン
と
俸
給
の
支
給
も
月
、
年
単
位
で
行
な
っ
て

い
た
と
あ
る
。
こ
の
定
期
配
給
は
あ
く
ま
で
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
五
五
（
一
五
五
）　

デ
ィ
ー
ン
の
私
財
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー

を
原
資
と
し
た
奨
学
制
度
と
は
異
な
る
事
業
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
の
記
述
に
は
な
い
カ
イ
ロ
に
お
け

る
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
慈
善
事
業
に
、
ダ
ッ
ジ
ャ
ー

ジ
ー
ン
地
区 khutt4
4 al-D

ajjājīn

の
複
合
施
設
に
対
す
る
ワ
ク
フ

設
定
が
あ
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ダ
ッ
ジ
ャ
ー
ジ
ー

ン
地
区
に
位
置
す
る
ウ
ィ
カ
ー
ラ
、
カ
イ
サ
ー
リ
ー
ヤ
を
含
む
複

合
商
業
施
設
を
ス
ル
タ
ー
ン
と
共
同
で
所
有
し
、
八
八
八
年
サ

フ
ァ
ル
月
一
〇
日
／
一
四
八
三
年
三
月
二
〇
日
、
自
ら
の
持
ち
分

で
あ
る
二
分
の
一
に
対
し
て
ワ
ク
フ
設
定
を
行
な
っ
た）

99
（

。
こ
の
際

の
文
書
は
現
存
し
て
い
な
い
た
め
対
象
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
九

〇
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー
月
二
八
日
／
一
四
八
五
年
五

月
一
四
日
、
そ
れ
ら
を
撤
回
し
、
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
廟
、
フ
サ
イ

ン
廟
等
へ
収
益
を
分
配
す
る
ほ
か
、
メ
デ
ィ
ナ
に
お
け
る
ダ
シ
ー

シ
ャ
、
小
麦
、
パ
ン
の
配
給
に
充
当
す
る
よ
う
変
更
を
加
え
、

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
実
施
し
た
給
食
ワ
ク
フ
に
賛
同
の
意
を
示
し

た
。ベ

ー
レ
ン
ス
＝
ア
ブ
ー
セ
イ
フ
は
こ
の
変
更
が
行
な
わ
れ
た
理

由
に
つ
い
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
八
八
六
／
一
四
八

一
年
、
一
時
的
に
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
を
解
任
さ
れ

た
こ
と
に
鑑
み
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
よ
る
強
制
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る）

100
（

。
確
か
に
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
八
八
八
年
か
ら
八
九

五
年
の
間
に
複
数
回
に
わ
た
っ
て
両
聖
地
に
ワ
ク
フ
を
設
定
し）

101
（

、

ダ
シ
ー
シ
ャ
・
ワ
ク
フ
は
カ
イ
ロ
と
メ
デ
ィ
ナ
の
諸
高
官
を
巻
き

込
ん
だ
国
家
事
業
と
し
て
の
強
い
性
格
を
有
し
て
い
た）

102
（

。
だ
が
、

詳
し
い
経
緯
は
追
っ
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
一
時
解
任
の
理
由
が

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
自
身
の
過
失
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

加
え
、
彼
自
身
が
慈
善
活
動
を
通
じ
て
両
聖
地
、
特
に
メ
デ
ィ
ナ

に
格
別
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
こ
の
変
更
が

全
く
の
意
に
反
し
た
行
為
と
断
定
す
る
に
は
や
や
根
拠
が
不
足
し

て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

（
2
）
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ

ム
ズ
ヒ
ル
家
が
シ
リ
ア
に
起
源
を
有
し
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
代
も
ナ
ー
ブ
ル
ス
及
び
ダ
マ
ス
ク
ス
に
一
族
の
拠
点

を
維
持
し
て
い
た
ほ
か
、
ダ
マ
ス
ク
ス
の
首
席
カ
ー
デ
ィ
ー
の
任

免
を
は
じ
め
と
す
る
人
事
へ
の
影
響
力
も
行
使
し
て
い
た
こ
と
に

鑑
み
る
と
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
の
伝
え
る
シ
リ
ア
に
お
け
る
慈
善
事

業
は
「
タ
サ
ウ
ウ
フ
の
実
施
」
の
み
と
、
際
立
っ
て
少
な
い
。

そ
の
一
方
で
特
筆
さ
れ
る
の
は
、
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
の
両
聖
地
に
お

け
る
慈
善
活
動
の
充
実
で
あ
る
。
メ
ッ
カ
に
お
い
て
は
、
ま
ず
は

複
数
の
リ
バ
ー
ト
を
建
設
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
寡
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婦
及
び
身
寄
り
の
な
い
人
々
を
収
容
す
る
救
貧
を
目
的
と
し
た
施

設
と
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
軒
は
八
七
一
年
の
巡
礼
中
、
サ
フ
ァ
ー

に
完
成
し
た）

103
（

。
ま
た
、
聖
地
逗
留
者
（
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル）

104
（

）
の
益

に
供
す
る
二
軒
の
サ
ビ
ー
ル
を
建
設
し
、
上
階
は
孤
児
院

（m
aktab al-aytām

）
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
一
軒

に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ワ
の
「
ム
タ
イ
ビ
ー
ズ
の
竈 furn al-

m
ut

4aybīz

」
の
向
か
い
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
が
イ
ブ
ン
・

フ
ァ
フ
ドN

ajm
 al-D

īn ‘U
m

ar ibn Fahd al-H
āshim

ī al-
M

akkī

（
八
一
二
〜
八
八
五
／
一
四
〇
九
〜
一
四
八
〇
年
）
の
言

及
か
ら
判
明
す
る）

105
（

。

社
会
福
祉
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
同
地
の
貧
者
た
ち
に

対
す
る
サ
ダ
カ
に
加
え）

106
（

、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
が
メ
ッ
カ

の
飲
料
水
価
格
の
低
下
に
寄
与
し
た
と
す
る
記
述
で
あ
る
。
八
七

一
年
、
巡
礼
で
メ
ッ
カ
に
滞
在
し
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン

は
、
長
ら
く
枯
渇
し
て
い
た
バ
ー
ザ
ー
ン
の
泉 ‘ayn Bāzān
）
107
（

に

自
ら
出
向
い
て
調
査
を
行
な
い
、
多
額
の
私
財
を
投
じ
て
修
繕
を

行
な
わ
せ
た
。
水
資
源
の
乏
し
い
前
近
代
の
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
に
お
い

て
井
戸
水
は
高
価
な
商
材
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が）

108
（

、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
工
事
を
指
揮
し
た
結
果
、
安
価
な
水
が
供
給

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

文
化
事
業
と
し
て
は
、
カ
ー
デ
ィ
ー
・
イ
ヤ
ー
ドal-Q

ād

4ī 

‘Iyād

4

（
四
七
六
〜
五
四
四
／
一
〇
八
八
〜
一
一
四
九
年
）
の
記

し
た
『
選
ば
れ
し
者
の
諸
権
利
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
る
癒
し

al-Shifā’ bi-T
a‘rīf H

4uqūq al-M
ust4

4afā

』
の
朗
読
会
が
挙

が
っ
て
い
る
。『
癒
しal-Shifā’

』
の
略
称
で
知
ら
れ
る
こ
の
書

物
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
涯
と
奇
跡
譚
の
詳
細
な
記
述
で

あ
り
、
家
を
守
護
し
読
む
者
の
病
を
癒
す
と
信
じ
ら
れ
る
な
ど
、

当
該
時
期
に
お
い
て
は
書
物
自
体
に
特
別
な
聖
性
が
付
与
さ
れ
て

い
た）

109
（

。
メ
デ
ィ
ナ
に
お
い
て
は
、
メ
ッ
カ
と
同
様
に
『
癒
し
』
の
朗
読

会
を
主
催
し
た
ほ
か
、
預
言
者
モ
ス
ク
に
お
け
る
ク
ル
ア
ー
ン
読

誦
に
対
す
る
ワ
ク
フ
を
設
定
し
た）

110
（

。
加
え
て
、
同
地
住
民
に
対
す

る
小
麦
の
分
与
を
行
な
い
、
リ
バ
ー
ト
を
建
設
し
た
と
あ
る
が）

111
（

、

前
述
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
に
併
設
さ
れ
た
リ
バ
ー
ト
と
は
別
の

施
設
を
指
す
か
は
分
か
ら
な
い
。

メ
デ
ィ
ナ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
的
善
行
の
な
か
で
も
格
段
の

重
要
性
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
フ
ジ
ュ
ラ
・
ア
ッ＝

シ
ャ

リ
ー
フ
ァ
（
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
廟
、al-H

4ujra al-Sharīfa

）

の
修
繕
で
あ
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
修
繕
費
を
提
供

し
た
の
み
な
ら
ず
、
建
材
の
大
理
石
を
自
ら
選
定
に
出
向
い
て
購

入
し
、
さ
ら
に
は
資
材
運
搬
な
ど
の
土
木
作
業
や
廟
内
の
雑
務
に

も
進
ん
で
加
わ
っ
た
。
長
谷
部
に
よ
れ
ば
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
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五
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タ
ー
ン
に
よ
る
メ
デ
ィ
ナ
へ
の
寄
進
は
預
言
者
モ
ス
ク
、
と
り
わ

け
フ
ジ
ュ
ラ
に
集
中
し
て
い
た
が
、
預
言
者
の
墓
そ
の
も
の
に
手

を
加
え
る
こ
と
を
慎
み
、
墓
周
辺
の
構
造
物
や
環
境
の
整
備
が
専

ら
で
あ
っ
た）

112
（

。
し
た
が
っ
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
寄

進
形
態
に
関
す
る
描
写
か
ら
彼
自
身
が
廟
内
に
足
を
踏
み
入
れ
、

工
事
を
主
導
す
る
極
め
て
能
動
的
な
姿
が
観
察
さ
れ
る
点
は
刮
目

に
値
し
よ
う
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
こ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
イ
ス
ラ
ー

ム
的
善
行
を
各
地
で
展
開
す
る
こ
と
を
可
能
足
ら
し
め
た
の
は
、

潤
沢
な
個
人
資
産
で
あ
っ
た
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
収

入
に
関
す
る
具
体
的
金
額
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
史
料
記

述
を
総
合
す
る
と
、
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
資
産
を
構
成
し
た
い
く
つ
か

の
要
素
が
浮
上
す
る
。

ま
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
す
で
に
三
浦
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
任
命
に
要
す
る
賄
賂
と
職
位
か
ら
得

ら
れ
る
俸
給
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る）

113
（

。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
有
力
官
職
に
給
与
所
得
を
凌
駕
す
る

役
得
収
入
が
付
随
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
に
挙
げ
た
カ
イ
ロ

市
内
の
各
マ
ド
ラ
サ
に
お
け
る
教
授
職
の
み
な
ら
ず
、
大
カ
ー

デ
ィ
ー
職
な
ど
の
任
免
に
大
き
な
発
言
権
を
行
使
し
得
た
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
は
、
任
命
や
ス
ル
タ
ー
ン
へ
の
執
り
成

し
を
通
じ
、
相
当
額
の
余
得
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
職
の

対
価
と
し
て
の
一
定
額
の
徴
収
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
に
対
す
る
上
納

金
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
た
当
時
の
慣
行
で
あ
っ
た
が
、
任
命
を

仲
介
し
た
有
力
者
に
対
し
て
も
地
位
と
在
職
日
数
に
応
じ
た
金
額

を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
実
際
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
自
身
も
ナ
ー
ズ
ィ
ル
・
ア
ル＝

ジ
ャ
イ
シ
ュ
在
職
時
に
は
、
任

命
の
執
り
成
し
を
し
た
ワ
ズ
ィ
ー
ル
に
対
し
毎
日
七
〇
デ
ィ
ー

ナ
ー
ル
の
支
払
い
を
課
さ
れ
て
お
り
、
資
金
繰
り
に
窮
し
た
こ
と

は
前
稿
で
も
確
認
し
た
通
り
で
あ
る）

114
（

。

次
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
構
成
員
が
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
代
ま
で
投
獄
や
財
産
没
収
に
遭
う
こ
と
な
く
、

ほ
ぼ
順
調
に
資
産
を
形
成
し
得
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
ム
ズ
ヒ
ル

家
は
す
で
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
祖
父
の
代
に
ダ
マ
ス

ク
ス
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
職
を
獲
得
す
る
に
足
る

資
産
を
保
有
し
て
い
た
ほ
か
、「
最
大
の
関
心
事
は
蓄
財
で
あ
っ

た
」）

115
（

と
揶
揄
さ
れ
た
父
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
エ
ジ
プ
ト

の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
か
ら
死
亡
す
る
ま
で
の

四
年
足
ら
ず
の
間
に
二
〇
万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
伝
え
ら
れ
る
資
産

を
形
成
し
、
カ
イ
ロ
市
内
に
多
数
の
不
動
産
を
取
得
し
た
。
ま
た

異
母
兄
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ

＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
の
際
に
売
却
し
た
資
産
の
明
細
に
は
「
商
業
用
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の
品
々
（bad

4ā’i‘ lil-m
atjar

）」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
要
職
に
付

随
す
る
利
権
と
積
極
投
資
に
よ
り
、
カ
イ
ロ
移
住
後
の
ム
ズ
ヒ
ル

家
は
資
産
を
拡
大
さ
せ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ラ
ー
ル
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
時
に
一
〇

万
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
い
う
破
格
の
叙
任
料
を
要
求
さ
れ
た
と
い
う

記
述
は
、
当
時
の
ム
ズ
ヒ
ル
家
が
潤
沢
な
資
産
を
保
有
し
て
い
た

こ
と
を
示
す
証
左
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
二
人
の
異
母
兄
が
早
世

し
た
こ
と
に
加
え
、
マ
ド
ラ
サ
の
用
地
と
な
っ
た
母
ハ
デ
ィ
ー

ジ
ャ
の
資
産
も
単
独
相
続
し
た
た
め
、
ム
ズ
ヒ
ル
家
全
体
の
財
が

結
果
的
に
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
及
び
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
管
理
財
産
に

つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
が
、
ワ
ク
フ
の
管
財
人
職
が
「
財
産
」
と

し
て
の
性
格
を
帯
び
て
い
た
当
該
時
期
に
お
い
て
は
、
自
己
受
益

形
式
を
と
っ
た
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
を
は
じ
め
、
複
数

の
ワ
ク
フ
の
管
財
人
を
務
め
た
点
も
無
視
で
き
な
い）

116
（

。
さ
ら
に
マ

ド
ラ
サ
に
隣
接
す
る
ラ
ブ
ウ
や
父
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の

代
に
取
得
し
た
種
々
の
不
動
産
か
ら
得
ら
れ
る
家
賃
収
入
も
、
ム

ズ
ヒ
ル
家
の
資
産
の
保
全
と
収
入
基
盤
の
安
定
化
に
寄
与
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

四　

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
と
の
関
係

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
政
治
的
・
社
会
的
影
響
力
の
源

泉
は
、
何
よ
り
も
ス
ル
タ
ー
ン
・
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
と
の
密
な
る

関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は

ス
ル
タ
ー
ン
権
威
を
代
弁
す
る
の
み
な
ら
ず
、
行
使
し
得
る
立
場

に
も
あ
っ
た
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
八
九
二
／
一
四
八
七
年
、
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
収
賄
容
疑
で
エ
ル
サ
レ
ム
の
マ
ー
リ
ク

派
カ
ー
デ
ィ
ー
の
解
任
を
命
じ
た
際
、
カ
ー
デ
ィ
ー
は
ス
ル
タ
ー

ン
の
承
認
な
き
辞
令
に
抵
抗
し
た
が
、
同
席
し
た
人
々
は
「
カ
ー

テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
は
王
の
舌
（lisān al-m

alik

）
で
あ

る
」
と
い
う
共
通
認
識
に
基
づ
き
、
彼
自
身
の
権
限
に
よ
る
任
免

に
賛
同
を
示
し
た）

117
（

。

両
者
の
結
び
つ
き
が
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
地
位
が

「
ス
ル
タ
ー
ン
の
友
で
あ
る
カ
ー
ヌ
ー
ン
（huw

a bi-m
anzilat 

qānūn s

4uh

4bat al-sult

4ān

）」
と
表
現
さ
れ
た
こ
と
に
も
表
わ
さ

れ
て
い
る）

118
（

。
そ
の
密
な
る
関
係
は
、
ま
ず
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
に
対
す
る
数
々
の
執
り
成
し
を
成

功
さ
せ
て
い
る
点
に
示
さ
れ
よ
う
。
八
七
五
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ル

＝

ア
ウ
ワ
ル
月
二
九
日
／
一
四
七
〇
年
九
月
二
五
日
、
あ
る
マ
ム

ル
ー
ク
が
ワ
ー
リ
ー
（
カ
ー
ヒ
ラ
の
警
察
長
官
、w

ālī

）
を
殴
打
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像
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一
五
九
（
一
五
九
）　

し
た
こ
と
に
対
し
て
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
一
万
八
、
〇
〇
〇

デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
罰
金
刑
を
課
し
た
が
、
マ
ム
ル
ー
ク
は
「
私
の

魂
以
外
に
差
し
出
せ
る
も
の
は
な
い
」
と
返
答
し
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
邸
に
支
援
を
求
め
た
。
そ
こ
で
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
は
彼
の
釈
放
と
金
額
の
再
査
定
を
執
り
成
し
、
処
刑

を
免
れ
さ
せ
た）

119
（

。
ま
た
八
七
八
年
ズ
ー
・
ア
ル＝

ヒ
ッ
ジ
ャ
月
／

一
四
七
四
年
四-

五
月
、
ジ
ュ
ル
バ
ー
ン
に
よ
る
ダ
ワ
ー
ダ
ー
ル

の
ヤ
シ
ュ
バ
ク
に
対
す
る
暗
殺
計
画
が
発
覚
し
、
厳
罰
を
下
そ
う

と
す
る
ス
ル
タ
ー
ン
に
対
し
て
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ア

ズ
バ
ク
ら
と
と
も
に
和
解
に
向
け
奔
走
し
、
結
果
的
に
主
犯
格
の

ア
ク
タ
シ
ュal-A

qt

4ash

は
腰
斬
刑
を
免
れ
た）

120
（

。

こ
の
時
期
、
こ
の
よ
う
な
政
治
集
団
化
し
た
ジ
ュ
ル
バ
ー
ン
に

よ
る
党
派
抗
争
や
待
遇
の
向
上
を
求
め
た
暴
動
が
多
発
し
、
財
政

や
カ
イ
ロ
市
内
の
治
安
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た）

121
（

。
八
八
三
年

ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル＝

ウ
ー
ラ
ー
月
／
一
四
七
八
年
七-
八
月

に
生
じ
た
ジ
ュ
ル
バ
ー
ン
間
の
抗
争
に
激
怒
し
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー

イ
は
、
王
権
の
象
徴
で
あ
る
槍
と
盾
を
叩
き
つ
け
て
城
塞
を
飛
び

出
し
た
。
翌
日
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
ら
政
府
高
官
は
二
派

に
分
か
れ
た
ジ
ュ
ル
バ
ー
ン）

122
（

を
ア
タ
ー
バ
ク
の
ア
ズ
バ
ク
邸
に
出

頭
さ
せ
、
対
立
の
回
避
と
ス
ル
タ
ー
ン
へ
の
恭
順
を
誓
約
さ
せ
た

後
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ア
ズ
バ
ク
と
と
も
に
ス
ル

タ
ー
ン
の
い
る
シ
ャ
タ
ヌ
ー
フ
に
向
か
い
、
報
告
と
説
得
を
続
け

た
結
果
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
事
件
の
翌
々
日
よ
う
や
く
城
塞
に
帰
還

し
た）

123
（

。
彼
の
も
と
に
執
り
成
し
や
口
添
え
を
求
め
る
請
願
者
が
列
を
成

し
た
様
子
に
つ
い
て
、
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
ム
ズ
ヒ
ル
邸
の
門
を
カ

イ
ロ
へ
の
旅
行
者
が
往
来
す
る
フ
ト
ゥ
ー
フ
門
に
例
え
た）

124
（

。
マ
ー

モ
ン
に
よ
れ
ば
、
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
伝
記
に
見
ら
れ
る
「
彼
の

執
り
成
し
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
人
物
の

権
力
を
象
徴
し
た
ほ
か
、「
地
位
（jāh

）」
を
有
す
る
者
に
と
っ

て
、
慈
悲
の
行
為
で
あ
る
執
り
成
し
は
あ
る
種
の
道
徳
的
義
務
と

も
理
解
さ
れ
た）

125
（

。
だ
が
執
り
成
し
の
成
否
は
極
め
て
恣
意
的
な
も

の
で
、
真
逆
の
結
果
を
伴
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
実
際
、
複
数
の
窃

盗
の
か
ど
で
腕
の
切
断
が
命
じ
ら
れ
た
ジ
ュ
ル
バ
ー
ン
に
対
し
、

複
数
の
ア
ミ
ー
ル
が
減
刑
を
求
め
た
際
、
さ
ら
に
立
腹
し
た
カ
ー

イ
ト
バ
ー
イ
は
両
足
の
切
断
を
も
命
じ
た
の
で
あ
る）

126
（

。
ま
た
執
り

成
し
の
失
敗
は
自
ら
の
権
威
の
失
墜
に
も
繫
が
る
た
め
、
執
り
成

し
が
権
力
者
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
相
当
な
リ
ス
ク
を
伴
う
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は）

127
（

、
後
に
詳
述
す
る
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
一
時
解
任
の
経
緯
に
も
よ

く
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
が
と
り
わ
け
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
六
〇
（
一
六
〇
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見
解
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
執
り
成
し
や
要
職
の
任
免
以
外

か
ら
も
判
明
す
る
。
八
七
五
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー
月

／
一
四
七
〇
年
九
月
、
月
例
の
会
議
で
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
イ
ブ

ン
・
ト
ゥ
ー
ル
ー
ン
・
モ
ス
ク
の
キ
ブ
ラ
が
南
に
大
き
く
逸
れ
て

い
る
問
題
に
言
及
し
た
。
本
来
こ
の
事
案
は
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー
派

大
カ
ー
デ
ィ
ー
で
あ
る
ワ
リ
ー
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ア

ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
の
管
轄
に
あ
っ
た
が
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
ま
ず
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
対
処
法
を
問
う
た
た
め
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
、
大
カ
ー
デ
ィ
ー
は
す
で
に
こ
の
問
題
を
認

識
し
て
お
り
、
ミ
フ
ラ
ー
ブ
を
改
め
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
も
然

る
べ
き
方
角
に
正
す
予
定
で
あ
る
と
発
言
し
、
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー

の
顔
を
立
て
た
。
だ
が
実
際
に
は
、
こ
の
問
題
は
長
ら
く
放
置
さ

れ
て
い
た
上
、
そ
れ
以
後
も
何
ら
対
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る）

128
（

。

さ
ら
に
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
を
エ

ジ
プ
ト
諸
地
方
、
シ
リ
ア
へ
の
視
察
旅
行
に
も
随
行
さ
せ
て
い
る
。

史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
八
八
〇
年
ラ
ジ
ャ
ブ
〜
シ
ャ

ア
バ
ー
ン
月
／
一
四
七
五
年
一
一
月
〜
一
二
月
の
エ
ル
サ
レ
ム
・

ヘ
ブ
ロ
ン
視
察）

129
（

、
八
八
二
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ル＝

ア
ウ
ワ
ル
月
／

一
四
七
七
年
六-

七
月
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
視
察）

130
（

、
同
年
ジ
ュ

マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル＝

ウ
ー
ラ
ー
月
／
一
四
七
七
年
八-

九
月
の
シ

リ
ア
地
方
視
察）

131
（

、
八
八
四
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル＝

ウ
ー
ラ
ー

月
／
一
四
七
九
年
七-

八
月
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
視
察）

132
（

が
挙
げ

ら
れ
る
。
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
二
度
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
行
幸

は
い
ず
れ
も
フ
ラ
ン
ク
人
の
脅
威
に
対
す
る
沿
岸
防
備
の
強
化
を

主
た
る
目
的
と
し
て
お
り
、
一
度
目
の
行
幸
で
要
塞
建
設
を
命
じ
、

二
度
目
で
そ
の
視
察
を
行
な
っ
た）

133
（

。
一
度
目
の
視
察
の
際
、
す
で

に
病
を
患
っ
て
い
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
、
侍
医
を

伴
っ
て
よ
り
身
体
的
負
担
の
少
な
い
ナ
イ
ル
河
経
由
で
向
か
っ
た
。

ス
ル
タ
ー
ン
が
イ
ド
ゥ
ク
ー
、
ダ
マ
ン
フ
ー
ル
、
ロ
ゼ
ッ
タ
方
面

へ
と
デ
ル
タ
地
方
の
視
察
を
重
ね
る
一
方
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
か
ら
移
動
で
き
な
い
ほ
ど
の
健

康
状
態
に
あ
っ
た
が）

134
（

、
カ
イ
ロ
帰
還
後
ま
も
な
く
シ
リ
ア
方
面
へ

の
視
察
に
出
発
し
て
い
る
。

他
方
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
が
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
私

的
な
旅
行
を
容
易
に
許
可
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
が
繰
り
返
し
巡
礼
を
願
い
出
た
と
い
う
記
述
か
ら
も

指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
八
八
一
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー

月
／
一
四
七
六
年
七-

八
月
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
そ

の
年
の
巡
礼
団
に
加
わ
り
、
ヒ
ジ
ャ
ー
ズ
に
逗
留
す
る
許
可
を
求

め
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ス
ル
タ
ー
ン
は
、
文
民
で
あ
る
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
に
通
常
は
十
人
長
も
し
く
は
四
十
人
長
の
マ
ム



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
六
一
（
一
六
一
）　

ル
ー
ク
か
ら
選
出
さ
れ
る
第
一
巡
礼
隊
長
職
（im

rat al-rakb 
al-aw

w
al

））
135
（

の
ヒ
ル
ア
を
与
え
、
そ
の
数
日
後
に
解
任
す
る
と
い

う
不
可
解
な
任
免
を
行
な
っ
た
。
マ
ラ
テ
ィ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
れ

は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
を
カ
イ
ロ
に
留
め
る
こ
と
を
意
図

し
た
も
の
で
、
当
惑
し
た
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
自
ら
隊

長
職
を
辞
し
た
と
い
う）

136
（

。

最
後
に
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
政
府
内
に
お
け
る
権

威
を
象
徴
す
る
事
例
を
紹
介
す
る
。
八
七
五
年
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ

＝

サ
ー
ニ
ー
月
一
二
日
／
一
四
七
〇
年
一
〇
月
八
日
、
ダ
マ
ス
ク

ス
総
督
に
任
命
さ
れ
た
バ
ル
ク
ー
ク
・
ア
ン＝

ナ
ー
ス
ィ
リ
ー 

Barqūq al-N
ās

4irī al-Z

4āhirī

（
八
七
七
／
一
四
七
三
年
歿
）
は

壮
麗
な
行
列
で
カ
イ
ロ
を
出
発
し
た
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
は
カ
イ
ロ
北
部
の
ラ
イ
ダ
ー
ニ
ー
ヤ
へ
向
か
い
、「
最
も
偉
大

な
る
イ
マ
ー
ム
に
対
す
る
恭
順
を
違
え
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
誓

約
を
行
な
っ
た
バ
ル
ク
ー
ク
に
対
し
て
ヒ
ル
ア
を
与
え
た）

137
（

。
ベ
ー

レ
ン
ス
＝
ア
ブ
ー
セ
イ
フ
に
よ
れ
ば
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
治
世
下
、

ダ
マ
ス
ク
ス
総
督
に
任
命
さ
れ
た
ア
ミ
ー
ル
は
ま
ず
ル
マ
イ
ラ
で

ス
ル
タ
ー
ン
か
ら
第
一
の
ヒ
ル
ア
を
受
け
、
続
い
て
ラ
イ
ダ
ー

ニ
ー
ヤ
で
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
か
ら
第
二
の
ヒ
ル
ア

と
馬
を
授
与
さ
れ
、
ス
ル
タ
ー
ン
不
在
の
も
と
忠
誠
の
誓
い
を
行

な
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た）

138
（

。
軍
事
力
と
宗
教
的
権
威
の
い

ず
れ
を
も
持
た
な
い
文
民
官
僚
の
長
が
ダ
マ
ス
ク
ス
総
督
を
牽
制

す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ペ
ト
リ
ー
は
、
カ
ー

テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
の
立
会
い
の
も
と
行
な
わ
れ
た
誓
約

に
背
く
こ
と
は
、
行
政
組
織
を
担
う
す
べ
て
の
官
僚
を
陥
れ
る
こ

と
を
意
味
す
る
と
し
て
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
「
道
徳

的
権
威
」
を
強
調
し
た）

139
（

。
こ
の
よ
う
な
象
徴
的
意
味
に
お
い
て
も
、

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
片
腕
と
し
て

体
制
の
安
定
化
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

五　

カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
職
の
解
任
と
復
職

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
二
六
年
に
わ
た
り
カ
ー
テ
ィ

ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
の
職
に
あ
っ
た
こ
と
は
冒
頭
で
述
べ
た
通

り
だ
が
、
実
は
一
時
的
に
解
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
を
ま
と

め
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

八
八
六
年
ラ
ジ
ャ
ブ
月
／
一
四
八
一
年
八-

九
月
、
四
学
派
の

大
カ
ー
デ
ィ
ー
と
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
月
例
の
挨
拶
の

た
め
登
城
し
た
際
、
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

ア
イ
ニ
ー Shihāb al-

D
īn A

h

4m
ad ibn ‘A

bd al-Rah

4īm
 al-‘A

ynī

（
八
五
〇
／
一
四

四
六-
四
七
年
生
）
に
残
さ
れ
た
イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ガ

リ
ー
ブSharaf al-D

īn M
ūsā ibn Y

ūsuf ibn K
ātib Gharīb

（
八
三
三
〜
八
八
二
／
一
四
二
九-

三
〇
〜
一
四
七
七
年
）
の
遺
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産
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
話
題
に
上
っ
た
。
イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・

ガ
リ
ー
ブ
は
諸
官
庁
の
書
記
や
ウ
ス
タ
ー
ダ
ー
ル
を
務
め
た
人
物

で
あ
る
が
、
同
時
代
の
歴
史
家
た
ち
に
よ
れ
ば
、
不
正
の
限
り
を

尽
く
し
、
過
剰
な
る
収
奪
に
よ
っ
て
領
民
を
苦
し
め
た）

140
（

。
イ
ブ

ン
・
ア
ル＝
ア
イ
ニ
ー
は
大
部
な
年
代
記
で
知
ら
れ
る
元
ハ
ナ

フ
ィ
ー
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
・
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル

＝

ア
イ
ニ
ー Badr al-D

īn M
ah

4m
ūd al-‘A

ynī

（
七
六
二
〜
八

五
五
／
一
三
六
一
〜
一
四
五
一
年
））

141
（

の
孫
に
あ
た
り
、
母
親
は
ス

ル
タ
ー
ン
・
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
の
養
女
バ
イ
フ
ー
ンBaykhūn

（
八

六
六
／
一
四
六
二
年
歿
）
で
あ
る）

142
（

。

イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ガ
リ
ー
ブ
が
八
八
二
／
一
四
七
七
年

に
歿
し
た
際
、
自
ら
の
遺
産
に
関
し
て
複
数
の
相
続
人
を
指
名
す

る
文
書
を
残
し
た
が
、
後
に
そ
の
筆
跡
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
訴
訟

が
起
こ
さ
れ
た）

143
（

。
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
前
述
の
シ
ャ
ー
フ
ィ
イ
ー

派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
・
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
マ
ー
リ
ク
派
大
カ
ー

デ
ィ
ー
・
ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー
に
対
し
、
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

ア
イ
ニ
ー

の
相
続
額
に
関
す
る
記
載
が
マ
ー
リ
ク
派
副
カ
ー
デ
ィ
ー
ら
に

よ
っ
て
イ
ブ
ン
・
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ガ
リ
ー
ブ
の
真
筆
で
あ
る
と
確

認
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
裁
判
が
遅
滞
し
て
い
る
理
由
を
問
い

た
だ
し
た
。
釈
明
す
る
両
カ
ー
デ
ィ
ー
に
腹
を
立
て
た
カ
ー
イ
ト

バ
ー
イ
に
対
し
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
彼
ら
を
擁
護
す

る
発
言
を
し
た
と
こ
ろ
、
ス
ル
タ
ー
ン
は
突
如
三
人
の
罷
免
を
告

げ
た）

144
（

。
こ
の
三
職
に
誰
が
任
命
さ
れ
る
の
か
を
め
ぐ
り
、
様
々
な
流
言

が
飛
び
交
っ
た
。
結
果
、
ア
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
と
ラ
ッ
カ
ー
ニ
ー
は

更
迭
さ
れ
た
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
一
八
日
間
の
自

宅
謹
慎
の
後
に
復
職
し
た
。
実
際
、
新
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
に
は
ハ
イ
ダ
リ
ー Q

ut

4b al-D
īn M

uh

4am
m

ad al-
K

hayd

4arī

（
八
九
四
／
一
四
八
九
年
歿
）
が
内
定
し
て
い
た
が
、

複
数
の
ア
ミ
ー
ル
が
執
り
成
し
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が

ス
ル
タ
ー
ン
に
多
額
の
金
銭
を
支
払
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
復
職

を
許
さ
れ
た）

145
（

。
こ
の
ハ
イ
ダ
リ
ー
は
ダ
マ
ス
ク
ス
の
カ
ー
テ
ィ

ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
で
あ
っ
た
八
六
九
年
ム
ハ
ッ
ラ
ム
月
／
一

四
六
四
年
九-

一
〇
月
、
多
額
の
贈
答
品
を
携
え
、
当
時
の
ス
ル

タ
ー
ン
・
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
に
対
し
て
エ
ジ
プ
ト
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・

ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
位
へ
の
任
命
を
直
訴
し
た
が
、
そ
の
際
も
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
を
退
け
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た）

146
（

。
叙
任

の
ヒ
ル
ア
を
受
け
、
壮
麗
な
行
列
で
自
宅
に
戻
る
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝
デ
ィ
ー
ン
に
対
し
、
人
々
は
サ
フ
ラ
ン
で
香
り
付
け
し
、
バ
ル

ジ
ャ
ワ
ー
ン
地
区
全
体
を
飾
り
付
け
て
祝
っ
た
。

当
時
の
有
名
詩
人
イ
ブ
ン
・
ア
ン=

ナ
ッ
ハ
ー
スZayn al-

D
īn A

bū al-K
hayr ibn al-N

ahh4
4ās

は
復
職
を
祝
う
詩
を
献
じ



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
六
三
（
一
六
三
）　

て
い
る
。

イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
地
位
は
ス
ハ
ー
星）

147
（

を
凌
ぎ

（m
aqām

 ibn M
uzhir faw

qa al-Suhā

）

我
が
主
は
そ
の
名
誉
を
さ
ら
に
高
め
た
（w

a qad zāda 
Rabbī ijlāl-hu

）

そ
の
職
は
命
あ
る
限
り
彼
の
も
の
（w

az

4īfat-hu al-dahr 
tasm

ū bi-hi

）

彼
を
お
い
て
相
応
し
い
者
な
ど
い
な
い）

148
（

（w
a lam

 takun 
tas

4luh

4 illā la-hu

）

六　

結
び

本
稿
で
は
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
後
の
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
キ
ャ
リ
ア
を
公
的
、
私
的
業
績
の
両
側

面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
と
い
う
職
掌
を
貫
く
キ
ー
タ
ー
ム
と
な
る
の
は
「
情
報

管
理
」
で
あ
る
。
政
策
の
発
表
や
勅
令
の
作
成
な
ど
、
ス
ル
タ
ー

ン
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
と
し
て
の
役
割
は
先
行
研
究
で
も
強
調
さ

れ
て
き
た
が
、
職
務
に
バ
リ
ー
ド
制
の
統
括
が
含
ま
れ
て
い
た
点

も
情
報
の
伝
達
と
統
制
と
い
う
意
味
に
お
い
て
非
常
に
重
要
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
が
説
教
集
会
の
開
催
を
通
じ
て
有
力
な
民
間

説
教
師
を
支
援
し
た
動
機
の
一
端
は
、
彼
ら
が
持
つ
プ
ロ
パ
ガ
ン

ダ
と
し
て
の
機
能
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
情
報
統
制
に

関
連
す
る
業
務
が
国
家
の
運
営
及
び
危
機
管
理
の
根
底
に
あ
っ
た

こ
と
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
の
安
全
を
知
ら
せ
る
布
告
文
が
即
時
に
作

成
・
発
送
さ
れ
た
事
実
に
顕
著
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
要
人
の
受
け
入
れ
を
主
と
す
る
外
交
上
の
任
務
も
特
筆

さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
と
し
て
の

対
外
的
な
業
務
に
つ
い
て
は
外
交
書
簡
及
び
作
成
マ
ニ
ュ
ア
ル
に

依
拠
し
た
研
究
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
が
オ
ス
マ
ン
朝
を
は
じ
め
と
す
る
対
外
政
策
の
実
現
に
奔
走
し
、

ま
た
そ
の
舞
台
と
し
て
彼
の
私
邸
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
ム
ズ

ヒ
ル
家
割
礼
式
の
年
代
記
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
私
的
業
績
で
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム

的
善
行
に
関
し
て
は
、
各
地
で
展
開
さ
れ
た
慈
善
活
動
の
な
か
で

も
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
直
接
携
わ
っ
た
こ
と
を
示
す

記
述
が
確
認
さ
れ
る
の
は
メ
デ
ィ
ナ
の
み
で
あ
る
。
彼
が
メ
デ
ィ

ナ
に
格
別
の
関
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
墓
所

が
カ
イ
ロ
の
有
名
聖
者
廟
に
隣
接
す
る
位
置
に
あ
り
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
の
生
前
か
ら
学
問
や
聖
性
に
お
い
て
傑
出
し
た

人
々
の
埋
葬
地
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
自
ら

は
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
へ
の
埋
葬
を
希
望
し
た
と
い



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
六
四
（
一
六
四
）　

う
記
述
に
も
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の

主
君
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
歴
代
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
の

な
か
で
メ
デ
ィ
ナ
に
最
も
強
い
関
心
を
示
し
た
と
さ
れ
る）

149
（

。
メ

デ
ィ
ナ
に
お
け
る
一
連
の
慈
善
活
動
は
、
当
該
時
期
の
イ
ス
ラ
ー

ム
世
界
に
お
け
る
預
言
者
崇
敬
の
高
揚
と
い
う
社
会
的
潮
流
に
お

い
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
歴
代
ス
ル
タ
ー
ン
ら
に
よ

る
フ
ジ
ュ
ラ
へ
の
寄
進
に
墓
自
体
の
変
更
を
伴
う
事
項
が
含
ま
れ

な
か
っ
た
こ
と
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
が
八
八
四
／
一
四
八
〇
年
の

メ
デ
ィ
ナ
参
詣
時
に
預
言
者
へ
の
敬
意
を
表
し
て
フ
ジ
ュ
ラ
に
立

ち
入
る
こ
と
を
差
し
控
え
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば）

150
（

、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
が
廟
修
復
の
際
に
発
揮
し
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
全

く
異
な
る
方
法
に
よ
る
敬
虔
さ
の
表
出
で
あ
っ
た
。
ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
単
に
修
繕
費
用
を
供
出
す
る
に
飽
き
足
ら
ず
、

自
ら
建
材
を
選
定
し
、
自
身
の
手
で
預
言
者
廟
を
修
繕
し
た
。
ま

た
預
言
者
モ
ス
ク
に
隣
接
し
た
土
地
に
埋
葬
地
を
備
え
た
マ
ド
ラ

サ
を
建
設
す
る
こ
と
は
、
ワ
ク
フ
設
定
に
よ
っ
て
最
大
の
聖
者
で

あ
る
ム
ハ
ン
マ
ド
の
廟
に
対
す
る
近
接
性
を
永
続
的
に
担
保
す
る

こ
と
を
意
味
し
た
。
す
な
わ
ち
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
メ

デ
ィ
ナ
に
お
け
る
一
連
の
善
行
は
、
預
言
者
と
の
直
接
的
接
触
を

希
求
し
た
結
果
と
理
解
で
き
る
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
長
期
間
に
わ
た
り
権
力
を
維
持

し
た
主
た
る
要
因
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
を
し
て
理
不
尽
な
行
動
を
と

ら
せ
る
ほ
ど
両
者
が
親
密
な
関
係
を
築
き
得
た
こ
と
に
帰
せ
ら
れ

る
。
行
政
官
と
し
て
の
彼
の
行
動
形
態
か
ら
は
、
ス
ル
タ
ー
ン
の

意
向
を
斟
酌
し
、
筆
を
駆
使
し
て
そ
れ
を
実
現
へ
と
至
ら
し
め
る

た
め
の
自
発
的
努
力
が
う
か
が
わ
れ
る
。
だ
が
、
ダ
マ
ス
ク
ス
総

督
に
対
す
る
ヒ
ル
ア
授
与
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ー
テ
ィ

ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
後
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が

軍
事
的
、
宗
教
的
権
威
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
第
三
の
権
威
と

し
て
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
発
揮
し
た
理
由
を
説
明
す
る
に
は
、
ス
ル

タ
ー
ン
の
寵
愛
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

無
論
そ
の
前
提
と
な
る
の
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が

幼
少
時
よ
り
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
を
念
頭
に
置

い
た
書
記
官
僚
と
し
て
の
英
才
教
育
を
受
け
、
職
の
維
持
に
足
る

潤
沢
な
資
産
及
び
有
力
官
僚
と
の
人
脈
を
継
承
し
得
た
と
い
う
、

官
僚
名
家
出
身
者
と
し
て
の
い
わ
ば
「
先
天
的
要
因
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
「
後
天
的
要
因
」、
す
な
わ
ち
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
行
政
官
と
し
て
の
業
績
に
目
を
向
け
る
と
、
彼
が
最

初
に
着
手
し
た
大
事
業
が
、
若
手
ウ
ラ
マ
ー
に
対
す
る
生
活
保
障

と
就
職
支
援
で
あ
っ
た
点
を
ま
ず
強
調
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ナ
ー

ズ
ィ
ル
・
ア
ル＝

ジ
ャ
ワ
ー
リ
ー
就
任
時
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
二
〇
代
後
半
で
あ
り
、
そ
の
後
も
要
職
の
就
任
と
解



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
六
五
（
一
六
五
）　

任
を
繰
り
返
し
て
い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
、
自
ら
の
権
力
基
盤
が
整

わ
な
い
時
期
か
ら
、
す
で
に
有
望
な
学
生
を
支
援
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
意
識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
後
も
数
々
の
執
り
成
し
、
慈
善
活
動
、
学
術
の
保

護
を
通
じ
、
有
力
マ
ム
ル
ー
ク
や
ウ
ラ
マ
ー
か
ら
の
信
頼
と
支
持

を
取
り
付
け
た
。
多
く
の
軍
人
を
執
り
成
し
に
よ
っ
て
助
命
し
た

ほ
か
、
職
の
斡
旋
、
マ
ド
ラ
サ
建
設
、
寄
付
講
座
な
ど
の
ウ
ラ

マ
ー
に
対
す
る
経
済
的
支
援
の
み
な
ら
ず
、
ス
ル
タ
ー
ン
が
自
身

に
意
見
を
求
め
た
際
に
は
彼
ら
の
体
面
を
守
り
、
追
及
を
受
け
た

際
に
は
擁
護
す
る
な
ど
の
「
道
徳
的
権
威
」
に
属
す
る
者
と
し
て

の
義
務
を
総
合
的
に
果
た
す
な
か
で
、
政
府
内
で
の
地
位
を
問
わ

ず
、
彼
に
恩
義
を
感
じ
る
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

ハ
イ
ダ
リ
ー
の
よ
う
な
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝
ス
ィ
ッ
ル
の
地
位

を
欲
す
る
有
力
候
補
が
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
六
年
間
に
わ

た
り
同
職
を
維
持
し
得
た
背
景
に
は
、
執
り
成
し
や
大
規
模
な
慈

善
活
動
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
軍
人
、
非
軍
人
双
方
か
ら
の
支
持
拡

大
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
一
時
解
任
時
に
は
就
任
か
ら
二
〇
年
近
く
が
経
過
し
て

い
た
が
、
復
職
を
祝
う
市
中
の
盛
り
上
が
り
か
ら
は
、
カ
イ
ロ
の

一
般
市
民
も
が
彼
の
長
年
に
わ
た
る
業
績
を
評
価
し
て
い
た
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
キ
ャ
リ
ア
か
ら
見
出
し
得
る
の

は
、
周
囲
の
人
々
に
対
す
る
支
援
が
自
ら
の
権
力
基
盤
の
強
化
に

繫
が
り
、
さ
ら
な
る
支
援
を
可
能
に
す
る
と
い
う
、
理
想
的
と
も

い
う
べ
き
循
環
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
史
料
で
繰
り
返
さ
れ
る

「
理
想
的
官
僚
像
」
と
い
う
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
イ

メ
ー
ジ
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
次
稿
で
は
、
地
位
の
獲

得
・
保
持
と
道
徳
的
権
威
を
い
か
に
両
立
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題

と
併
せ
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
人
物
像
を
検
証
す
る
こ

と
に
し
た
い
。

（
本
稿
は
二
〇
一
四
年
度
慶
應
義
塾
大
学
博
士
課
程
学
生
研
究

支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

註（1
）　

ム
ズ
ヒ
ル
家
の
経
歴
と
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任

以
前
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
キ
ャ
リ
ア
は
、
拙
稿
「
後

期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
│
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
・
イ
ブ
ン
・
ム
ズ
ヒ
ル
の
家
系
と
経
歴
│
」『
史
学
』
八
三
／

二
・
三
号
（
二
〇
一
四
年
）、
三
七-

八
一
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）　

拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
」、
三
八
頁
及

び
注
一
六
（
六
一-

六
二
頁
）。

（
3
）　

後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
全
般

は
、Gaston W

iet, 

“Les secrétaires de la chancellerie
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学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
六
六
（
一
六
六
）　

（kuttāb el-sirr

） en É
gypte sous les M

am
louks C

ir-
cassiens 784-922/1382-1517

”, M
élanges R

ené B
asset, I, 

Paris: E. Leroux, 1923, pp. 271-314 

、
文
書
庁
の
担
当
業
務
及

び
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
の
職
能
は
、Bernadette 

M
artel-T

houm
ian, Les civils et l

’adm
inistration dans l

’

état m
ilitaire m

am
lūk

（IX
e/ X

V
e Siécle

）, D
am

ascus: In-
stitute Français de D

am
as, 1992, pp. 40-47

に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
。

（
4
）　M

ichael W
inter, 

“The Civil Bureaucracy of D
am

as-
cus in the Late M

am
luk Period

”, in V
ostok, vostok-

ovedy, vostokovedenie/ A
sian and A

frican Studies in 
Saint-Petersburg, Saint-Petersburg: Izd-vo S. -Peterburg-
skogo universiteta, 2004, p. 50.

（
5
）　‘Ā

s

4im
 M

. R
izq, D

irāsāt fī’l-‘Im
āra al-Islām

iyya: 
M

ajm
ū‘at Ibn M

uzhir al-M
i‘m
āriyya bi’l-Q

āhira 884 H
./ 

1479 M
., Cairo: W

izārat al-T
haqāfā

（al-M
ajlis al-U

‘lā li’l-
Ā

thār

）, 1995, pp. 23-41.

（
6
）　

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
七
一
年
の
巡
礼
時
に
は
メ
デ
ィ
ナ
の
預
言
者
モ

ス
ク
で
フ
ト
バ
を
行
な
っ
た
（al-Sakhāw

ī, al-D
hayl ‘alā R

af‘ 
al-Is

4r aw
 B

ughyat al-‘U
lam
ā’ w

a’l-R
uw
āh, Cairo: al-

H
ay’a al-M

is

4riyya al-‘Ā
m

m
a li’l-K

itāb, 2000

﹇
以
下D

hayl 
R

af‘

と
略
記
﹈, p. 483

）。

（
7
）　

彼
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
隆
郎
「
一
四
世
紀
末
│
一
六
世

紀
初
頭
エ
ジ
プ
ト
の
大
カ
ー
デ
ィ
ー
と
そ
の
有
力
家
系
」『
史
林
』

七
九
／
三
号
（
一
九
九
六
年
）、
三
四
三-

三
四
五
頁
を
見
よ
。

（
8
）　

経
歴
は
、
伊
藤
「
一
四
世
紀
末
│
一
六
世
紀
初
頭
エ
ジ
プ
ト
の

大
カ
ー
デ
ィ
ー
」、
三
三
八-

三
三
九
頁
を
見
よ
。

（
9
）　Ibn Iyās, Badā’i‘ al-Zuhūr fī W

aqā’i‘ al-D
uhūr, 6 vols., 

Cairo: D
ār al-K

utub w
a’l-W

athā’iq al-Q
aw

m
iyya bi’l-

Q
āhira, 2008 ﹇

以
下Badā’i‘

と
略
記
﹈, vol. 2, pp. 445-446.

（
10
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 255; D

hayl R
af‘, p. 476.

（
11
）　Jonathan P. Berkey, 

“Al-Subkī and H
is W

om
en

”, 
M

am
lūk Studies R

eview
, 14, 2010, pp. 2-3. 

書
記
の
修
得
す

べ
き
教
養
は
、
拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
」、

注
九
四
（
七
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
12
）　

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
治
世
はCarl F. Petry, Protectors or 

P
raetorians?: T

he L
ast M

am
lūk Sultans and E

gypt

’s 
W

aning as a G
reat Pow

er, A
lbany: State U

niversity of 
N

ew
 Y

ork Press, 1994, pp. 13-20

に
総
括
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

五
十
嵐
は
こ
の
時
期
の
財
政
難
に
つ
い
て
、
緊
迫
化
す
る
国
際

情
勢
の
ほ
か
、
ム
フ
ラ
ド
庁
、
ワ
ズ
ィ
ー
ル
庁
か
ら
の
俸
禄
受
給

者
の
増
加
、
課
税
対
象
地
の
縮
小
、
ヒ
マ
ー
ヤ
の
拡
大
に
よ
る
政

府
の
地
方
統
治
能
力
の
低
下
と
い
う
内
的
要
因
を
挙
げ
て
い
る
。

ま
た
同
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
シ
ャ
ー
・
ス
ワ
ー
ル
に
対
す
る
第
一

次
遠
征
軍
（
八
七
二
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
／
一
四
六
八
年
三
月
）

に
お
い
て
初
め
て
遠
征
費
用
に
加
え
、
通
常
の
俸
禄
が
一
括
支
給

さ
れ
た
（
五
十
嵐
大
介
『
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
財
政
と
寄
進

│
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
の
研
究
│
』
刀
水
書
房
（
二
〇
一
一
年
）、

一
二
七-

一
二
九
頁
）。
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
期
の
ド
ゥ
ル
カ
ド
ゥ
ル

侯
国
と
の
関
係
は
、M

argaret L. V
enzke, 

“The Case of a 
D

ulgadir-M
am

luk Iqt

4ā

‘: A
 Re-A

ssessm
ent of the D

ulga-
dir Principality and Its Position w

ithin the O
ttom

an-



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
六
七
（
一
六
七
）　

M
am

luk Rivalry

”, Journal of the E
conom

ic and Social 
H

istory of the O
rient, 43/3, 2000, pp. 425-427

を
見
よ
。

（
14
）　Badā’i‘, vol. 3, pp. 13-14; al-M

alat

4ī, N
ayl al-A

m
al fī 

D
hayl al-D

uw
al, 9 vols., Beirut and Sayda: al-M

aktaba 
al-‘A

s
4riyya, 2002 

﹇
以
下N

ayl

と
略
記
﹈, vol. 6, p. 328. 

こ
の

経
緯
はPetry, Protectors or Praetorians?, p. 168

に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
臨
時
収
入
を
目
的
と
し
た
ワ
ク
フ
に
対
す
る
課
税

は
、
後
の
時
代
に
は
常
態
化
し
た
（
三
浦
徹
「
中
世
エ
ル
サ
レ
ム

に
お
け
る
救
貧
」、
長
谷
部
史
彦
編
『
中
世
環
地
中
海
圏
都
市
の
救

貧
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
（
二
〇
〇
四
年
）、
一
六
五
頁
）。

（
15
）　Badā’i‘, vol. 3, pp. 164-165; N

ayl, vol. 7, p. 255.

（
16
）　

ラ
ブ
ウ
及
び
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
、A

ndré Raym
ond, 

“The Rab

‘: A
 T

ype of Collective H
ousing in Cairo dur-

ing the O
ttom

an Period

”, in Jonathan G. K
atz

（ed. 

）, 
A

rchitecture as Sym
bol and Self-Identity, Philadelphia: 

A
ga K

han A
w

ard for A
rchitecture, 1980, pp. 55-62

を
見

よ
。

（
17
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 165.

（
18
）　

ワ
ク
フ
財
を
購
入
す
る
た
め
、
当
時
ア
ミ
ー
ル
・
ス
ィ
ラ
ー
フ

（
武
具
長
、am
īr silāh

4

）
で
あ
っ
た
ヤ
シ
ュ
バ
ク
・
ミ
ン
・
マ
フ

デ
ィ
ー Y
ashbak m

in M
ahdī al-Z

4āhirī Jaqm
aq

（
八
八
五
／

一
四
八
〇
年
歿
）
と
ハ
ー
ズ
ィ
ン
ダ
ー
ル
（
金
庫
長
、

khāzindār

）
の
バ
ル
ス
バ
ー
イ
・
ア
ル＝

マ
フ
ム
ー
デ
ィ
ー 

Barsbāy al-M
ah

4m
ūdī al-A

shrafī（
八
九
〇
／
一
四
八
五
年
歿
）

に
上
記
の
資
金
が
半
額
ず
つ
委
ね
ら
れ
た
（
伊
藤
隆
郎
「
マ
ム

ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
＝
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ダ
シ
ー
シ
ャ
・
ワ

ク
フ
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
八
二
号
（
二
〇
一

一
年
）、
四
六
頁
）。

（
19
）　N

ayl, vol. 7, p. 343. 

具
体
的
に
は
、
八
九
〇
年
ラ
ビ
ー
ウ
・

ア
ッ＝

サ
ー
ニ
ー
月
二
四
日
／
一
四
八
五
年
五
月
一
〇
日
に
設
定

さ
れ
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ワ
ク
フ
に
お
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
の
五

物
件
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
が
、
メ
デ
ィ
ナ
の
ア
ミ
ー
ル
に
毎
年
一
，

〇
〇
〇
イ
ル
ダ
ッ
ブ
の
小
麦
を
送
付
す
る
費
用
と
し
て
用
い
ら
れ

る
代
わ
り
に
、
ア
ミ
ー
ル
が
メ
デ
ィ
ナ
住
民
と
逗
留
者
か
ら
雑
税

を
徴
収
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
内
容
で
あ
っ
た
（
伊
藤
「
マ
ム
ル
ー

ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
＝
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ダ
シ
ー
シ
ャ
・
ワ
ク
フ
」、

三
八
頁
）。

（
20
）　D

hayl R
af‘, p. 477.

（
21
）　

当
時
の
ア
ラ
ブ
系
文
民
官
僚
が
ト
ル
コ
語
の
修
得
に
注
力
し
て

い
た
こ
と
は
、Carl F. Petry, T

he Civilian E
lite of Cairo 

in the Later M
iddle A

ges, Princeton: Princeton U
niversi-

ty Press, 1981, p. 217

に
示
さ
れ
て
い
る
。

（
22
）　Badā’i‘, vol. 3, pp. 49-50. 

イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド

論
争
に
つ
い
て
は
、T

hom
as E. H

om
erin, From

 A
rab Poet 

to M
uslim

 Saint: Ibn al-Fārid

4, H
is V

erse, and H
is 

Shrine, Colum
bia: U

niversity of South Carolina Press, 
1994; 

東
長
靖
『
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
：
神
秘
主
義
・

聖
者
信
仰
・
道
徳
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
（
二
〇
一
三
年
）、
特
に

第
一
一
章
（「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
に
お
け
る
タ
サ
ウ
ウ
フ
を
め
ぐ

る
論
争
│
ビ
カ
ー
イ
ー
・
ス
ユ
ー
テ
ィ
ー
論
争
を
中
心
に
│
」、
二

〇
四-
二
二
七
頁
）
を
見
よ
。

（
23
）　

ホ
メ
リ
ン
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
質
問
状
に
み
え



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
六
八
（
一
六
八
）　

る
表
現
や
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
に
対
す
る
賛
辞
か
ら
、

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
が
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
支
持
派
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
ア
ン
サ
ー
リ
ー
に
フ
ァ
ト
ワ
ー
発
布

を
依
頼
し
た
こ
と
は
、
彼
の
出
す
最
終
的
な
見
解
が
イ
ブ
ン
・
ア

ル＝
フ
ァ
ー
リ
ド
支
持
派
に
と
っ
て
好
意
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
期
待
し
た
た
め
と
分
析
し
て
い
る
（H

om
erin, From

 A
rab 

Poet to M
uslim

 Saint, p. 71

）。

（
24
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 49.

（
25
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 50. 

ホ
メ
リ
ン
は
、
上
記
の
ア
ン
サ
ー

リ
ー
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
が
記
さ
れ
た
の
は
八
七
四
年
の
末
で
あ
る
と

す
る
が
（H

om
erin, From

 A
rab Poet to M

uslim
 Saint, p. 

72

）、
イ
ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
ス
及
び
マ
ラ
テ
ィ
ー
（N

ayl, vol. 6, pp. 
422-424

）
は
八
七
五
年
初
頭
の
事
件
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
イ

ブ
ン
・
イ
ヤ
ー
ス
の
言
及
か
ら
は
ア
ン
サ
ー
リ
ー
が
当
初
ザ
イ

ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
フ
ァ
ト
ワ
ー
発
布
依
頼
を
断
っ
た
理
由

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
躊
躇
の
姿
勢
を
見
せ
た
の
は
、
事
態
へ
の

慎
重
な
対
応
を
期
し
、
公
平
な
態
度
を
と
ろ
う
と
し
た
た
め
と
ホ

メ
リ
ン
は
推
測
し
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ン
サ
ー
リ
ー
が
「
不
信
仰

者
」
と
い
う
用
語
を
用
い
ず
に
中
庸
の
姿
勢
を
保
っ
た
の
は
、
自

ら
の
見
解
を
ス
ル
タ
ー
ン
が
論
争
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
利
用
す

る
こ
と
を
予
期
し
た
た
め
と
分
析
し
て
お
り
、
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
を
支
持
す
る
一
方
で
反
対
派
に
対
す
る
激
し
い
非
難

を
行
な
わ
ず
、
穏
便
に
事
態
を
収
束
さ
せ
よ
う
と
図
っ
た
可
能
性

が
あ
る
と
し
て
い
る
（H

om
erin, From

 A
rab Poet to M

uslim
 

Saint, pp. 71-72

）。

（
26
）　al-S

4ayrafī, Inbā’ al-H
as

4r bi-Abnā’ al-‘A
s

4r, Cairo: al-H
ay’a 

al-M
is

4riyya al-‘Ā
m

m
a li’l-K

itāb, 2002 ﹇
以
下Inbā’ al-H

as

4r

と

略
記
﹈, pp. 256-257. 

八
七
五
年
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
／
一
四
七
一
年
一-

二
月
、
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
反
対
派
に

対
す
る
報
復
人
事
を
行
な
っ
て
い
る
（H

om
erin, From

 A
rab Poet 

to M
uslim

 Saint, p. 73

）。

（
27
）　

こ
の
人
物
に
つ
い
て
は
、al-Sakhāw

ī, al-D

4aw
’ al-Lām

i‘ 
li-A

hl al-Q
arn al-T

āsi‘, 12 vols., Beirut: D
ār M

aktabat al-
H

4ayāh, [196-]

（originally published in Cairo: M
aktabat 

al-Q
udsī, 1934-1936

） ﹇
以
下D

4aw
’

と
略
記
﹈, vol. 3, p. 15

を

見
よ
。
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
を
主
人
と
す
る
以
前
は
、

シ
ャ
ラ
フ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル＝

ア
ン
サ
ー
リ
ー
に
バ
ル

ダ
ダ
ー
ル
（
通
信
役
、bardadār

）
と
し
て
仕
え
て
い
た
。

（
28
）　Inbā’ al-H

as

4r, p. 257. 

翌
日
ビ
カ
ー
イ
ー
は
ハ
ー
ジ
ブ
・
ア

ル＝

フ
ッ
ジ
ャ
ー
ブ
（
侍
従
長
、h

4ājib al-h

4ujjāb

）
の
ア
ミ
ー

ル
・
テ
ィ
ム
ルA

m
īr T

im
r m

in M
ah

4m
ūd Shāh

（
八
八
〇
／

一
四
七
五
年
歿
）
に
対
し
、
敵
対
者
を
訴
え
よ
う
と
し
た
が
、
イ

ブ
ン
・
ア
ル＝

フ
ァ
ー
リ
ド
支
持
派
の
イ
ブ
ン
・
ア
ル＝

カ
ッ

タ
ー
ンBadr al-D

īn M
uh

4am
m

ad Ibn al-Q
att4

4ān

（
八
一
四
〜

八
七
九
／
一
四
一
二
〜
一
四
七
四
年
）、
イ
ブ
ン
・
シ
ャ
ラ
フ
・
ア

ル＝

ジ
ャ
ウ
ジ
ャ
リ
ー T

āj al-D
īn ‘A

bd al-W
ahhāb Ibn 

Sharaf al-Jaw
jarī

（
八
二
〇
／
一
四
一
七
年
生
）、
ア
ル＝

ハ

テ
ィ
ー
ブ
・
ア
ル＝

ワ
ズ
ィ
ー
リ
ー M

uh

4am
m

ad al-K
hat

4īb al-
W

azīrī

（
八
四
七
／
一
四
四
三-

四
四
年
生
）
ら
に
よ
っ
て
阻
止

さ
れ
て
い
る
（H

om
erin, From

 A
rab Poet to M

uslim
 Saint, 

p. 74
）。

（
29
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 89. 

ま
た
、
東
長
『
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ス
ー



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
六
九
（
一
六
九
）　

フ
ィ
ズ
ム
』、
二
〇
七-

二
〇
八
頁
も
見
よ
。
同
様
の
事
件
と
し
て
、

八
八
八
年
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル＝

ア
ー
ヒ
ラ
月
／
一
四
八
三
年

七-

八
月
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
主
著
『
叡
智
の
台
座
』
の
焚

書
を
主
張
し
た
フ
ラ
イ
ビ
ー Sham

s al-D
īn M

uh

4am
m

ad ibn 
‘A

lī al-H
4ulaybī

に
対
し
て
マ
ー
リ
ク
派
カ
ー
デ
ィ
ー
（D

4aw
’, 

vol. 8, p. 217

に
よ
れ
ば
「
マ
ー
リ
ク
派
カ
ー
デ
ィ
ー
の
イ
ブ

ン
・
タ
キ
ー
」、
す
な
わ
ち
当
時
の
マ
ー
リ
ク
派
大
カ
ー
デ
ィ
ー
・

ム
フ
ィ
ー
・
ア
ッ＝
デ
ィ
ー
ン
・
ア
ブ
ド
ゥ
ル＝

カ
ー
デ
ィ
ル
・

イ
ブ
ン
・
タ
キ
ー M

uh
4yī al-D

īn ‘A
bd al-Q

ādir ibn T
aqī

：

八
二
四
〜
八
九
五
／
一
四
二
一
〜
一
四
九
〇
年
）
よ
り
不
信
仰
の

宣
告
が
要
求
さ
れ
た
際
、
フ
ラ
イ
ビ
ー
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
も
と
に
逃
れ
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
彼
を

自
ら
の
も
と
に
と
ど
め
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
イ
ビ
ー
は
タ
ア

ズ
ィ
ー
ル
刑
を
受
け
、
彼
が
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
判
定
さ
れ
た

た
め
、
死
刑
を
免
れ
た
（Badā’i‘, vol. 3, p. 203; D

4aw
’, vol. 8, 

p. 217; N
ayl, vol. 7, p. 352

）。

（
30
）　H

om
erin, From

 A
rab Poet to M

uslim
 Saint, p. 121, note 

66.

（
31
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 227; N

ayl, vol. 8, pp. 21-22.

（
32
）　N

ayl, vol. 8, p. 22.

（
33
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 136.

（
34
）　K
arl Stow

asser, 

“Manners and Custom
s at the M

am
-

luk Court

”, M
uqarnas, 2, 1984, p. 16.

（
35
）　Badā’i‘, vol. 3, pp. 186-187. 

ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン

が
ジ
ェ
ム
を
自
邸
に
招
い
た
と
い
う
記
述
はN

ayl, vol. 7, pp. 
295-296

に
も
み
ら
れ
る
が
、
息
子
た
ち
の
割
礼
に
関
す
る
記
述

は
な
い
。
マ
ム
ル
ー
ク
朝
領
内
に
逃
れ
て
き
た
ジ
ェ
ム
・
ス
ル

タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、Ralph S. H

attox, 

“Qāytbāy

’s D
iplo-

m
atic D

ilem
m

a Concerning the Flight of Cem
 Sultan

（1481‒82

）”, M
am

lūk Studies R
eview

, 6, 2002, pp. 177-
190

を
見
よ
。

（
36
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 186.

（
37
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 186.

（
38
）　H

attox, 

“Qāytbāy

’s D
iplom

atic D
ilem

m
a

”, p. 182.

（
39
）　al-Sakhāw

ī, W
ajīz al-K

alām
 fī al-D

hayl ‘alā D
uw

al 
al-Islām

, 4 vols., Beirut: M
u’assasat al-Risāla, 1995 

﹇
以
下

W
ajīz

と
略
記
﹈, vol. 3, p. 970.

（
40
）　N

ayl, vol. 8, p. 184.

（
41
）　Badā’i‘, vol. 3, pp. 281-282. 

サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー
は
こ
の
使
者

自
ら
が
語
っ
た
と
い
う
経
歴
をD

4aw
’, vol. 5, p. 182

に
ま
と
め

て
い
る
。

（
42
）　W

ajīz, vol. 3, p. 1166.

（
43
）　

バ
フ
ラ
の
位
置
と
用
途
に
つ
い
て
は
、D

oris Behrens-
A

bouseif, 

“The Citadel of Cairo: Stage for M
am

luk Cere-
m

onial

”, A
nnales Islam

ologiques, 24, 1988, p. 54

を
見
よ
。

（
44
）　W

ajīz, vol. 3, p. 1010. 

使
者
来
訪
に
関
す
る
記
述
はN

ayl, 
vol. 8, p. 77

に
も
み
ら
れ
る
。W

ajīz

に
よ
れ
ば
、
使
者
は
「
ア

ヒ
ー
・
フ
ァ
ラ
ジ
ュA

khī Faraj

」
を
名
乗
る
「
知
識
の
探
求
」

に
属
す
る
者
で
、
父
は
シ
ー
ラ
ー
ズ
の
ア
ミ
ー
ル
で
あ
っ
た
と
い

う
。

（
45
）　Badā’i‘, vol. 4, p. 255.

（
46
）　M

artel-T
houm

ian, Les civils et l

’adm
inistration, pp. 



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
七
〇
（
一
七
〇
）　

391-404. 

カ
イ
ロ
市
内
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
居
住
地
及
び
そ
の

変
化
は
、A

ndré Raym
ond, 

“The Residential D
istricts of 

Cairo

’s Elite in the M
am

luk and O
ttom

an Periods

（Four-
teenth to Eighteenth Centuries

）”, in T
hom

as Philipp 
and U

lrich H
aarm

ann

（eds.

）, T
he M

am
luks in E

gyptian 
Politics and Society, Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity 
Press, 1998, pp. 207-223.

（
47
）　M

artel-T
houm

ian, Les civils et l

’adm
inistration, p. 396.

（
48
）　

ム
ズ
ヒ
ル
邸
は
要
人
の
監
視
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

八
七
七
／
一
四
七
二
年
、
前
述
の
ム
ヒ
ッ
ブ
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー

ン
・
イ
ブ
ン
・
ア
ッ＝

シ
フ
ナ
が
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
ワ
ク
フ
の
監
督

責
任
を
問
わ
れ
、
大
カ
ー
デ
ィ
ー
職
を
解
任
後
ズ
ィ
マ
ー
ム
兵
舎 

t

4abaqat al-Zim
ām

に
拘
禁
さ
れ
た
際
に
は
、
ア
タ
ー
バ
ク
の
ア

ズ
バ
クA

zbak al-Z

4āhirī

（
九
〇
四
／
一
四
九
九
年
歿
）
の
執
り

成
し
に
よ
っ
て
、
イ
ブ
ン
・
ア
ッ＝

シ
フ
ナ
は
ム
ズ
ヒ
ル
邸
に
移

送
さ
れ
た
（Badā’i‘, vol. 3, pp. 79-80; N

ayl, vol. 7, pp. 47-
48

）。

（
49
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 61; Inbā’ al-H

as

4r, p. 294; N
ayl, vol. 6, 

pp. 441-442. 

シ
タ
デ
ル
の
大
イ
ー
ワ
ー
ン
の
歴
史
と
役
割
の
変

遷
はN

asser Rabbat, 

“Mam
luk T

hrone H
alls: 

“Qubba
” or 

“Iwān

”?

”, A
rs O

rientalis, 23, 1993, pp. 201-218

及
び Beh-

rens-A
bouseif, 

“The Citadel of Cairo

”, pp. 35-45

を
見
よ
。

（
50
）　

マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
の
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
つ
い
て
はJørgen 

S. N
ielsen, Secular Justice in an Islam

ic State; M
az

4ālim
 

under the Bah

4rī M
am

lūks 662/1264-789/1387, Leiden: 
N

ederlands H
istorisch-A

rchaeologisch Instituut, 1985

を

見
よ
。
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
が
七
八
九
／
一
三
八
七
年
に
シ
タ
デ
ル

の
ス
ル
タ
ー
ン
厩
舎
へ
と
移
転
し
た
経
緯
は
、
特
にFum

ihiko 
H

asebe, 

“Sultan Barqūq and H
is Com

plaining Subjects 
in the Royal Stables

”, A
l-M

asāq, 21/3, 2009, p. 317, 322-
325

を
参
照
せ
よ
。

（
51
）　N

ayl, vol. 7, p. 114.

（
52
）　

マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
お
け
る
「
訴
状
」
及
び
法
廷
の
控
訴
院
と

し
て
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
は
、
長
谷
部
史
彦
「
ム
フ
タ
ス
ィ
ブ

批
判
の
キ
ッ
サ
に
つ
い
て
」『
オ
リ
エ
ン
ト
』
四
四
／
一
号
（
二
〇

〇
一
年
）、
一
六
六
頁
を
見
よ
。

（
53
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 63.

（
54
）　

松
田
俊
道
『
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文
書
の
歴
史
的
研
究
』
中

央
大
学
出
版
部
（
二
〇
一
〇
年
）、
七
二-

七
七
頁
。

（
55
）　

松
田
『
聖
カ
テ
リ
ー
ナ
修
道
院
文
書
の
歴
史
的
研
究
』、
八
二

-

八
三
頁
。

（
56
）　D

hayl R
af‘, p. 479, 482. 

こ
れ
ら
マ
ド
ラ
サ
の
管
財
人
と
ザ

イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
関
係
の
解
明
は
、
今
後
の
研
究
課
題

と
し
た
い
。

（
57
）　D

hayl R
af‘, p. 482.

（
58
）　D

4aw
’, vol. 11, p. 89.

（
59
）　D

4aw
’, vol. 1, pp. 363-366. 

彼
に
対
し
て
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
ほ
か
、
ダ
ワ
ー
ダ
ー
ル
の
ヤ
シ
ュ
バ
ク
・
ア
ル＝

フ
ァ
キ
ー
フY

ashbak al-Faqīh

（
八
七
八
／
一
四
七
三
年
歿
）

や
メ
ッ
カ
太
守
の
シ
ャ
リ
ー
フ
・
バ
ラ
カ
ー
トBarakāt ibn 

H

4asan ibn ‘A
jlān

（
八
五
九
／
一
四
五
五
年
歿
）
ら
有
力
者
も
財

政
的
支
援
を
行
な
っ
て
い
た
（D

4aw
’, vol. 1, p. 366

）。



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
七
一
（
一
七
一
）　

（
60
）　D

4aw
’, vol. 2, pp. 52-53.

（
61
）　D

4aw
’, vol. 7, pp. 241-242.

（
62
）　

ク
ド
ゥ
ス
ィ
ー
の
生
涯
と
ウ
ラ
マ
ー
社
会
に
お
け
る
彼
の
位
置

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
社
会
に
お
け
る
ワ
ー

イ
ズ
の
実
像
│
人
気
説
教
師
ク
ド
ゥ
ス
ィ
ー
の
場
合
│
」『
西
南
ア

ジ
ア
研
究
』
七
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
二
八 -

四
三
頁
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
63
）　D

onald P. Little, 

“Com
m

unal Strife in Late M
am

lūk 
Jerusalem

”, Islam
ic Law

 and Society, 6/1, 1999, p. 85.

（
64
）　

拙
稿
「
中
世
ア
ラ
ブ
社
会
に
お
け
る
ワ
ア
ズ
と
ワ
ー
イ
ズ
│
そ

の
教
育
的
側
面
を
中
心
に
│
」、
山
本
正
身
編
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
知
の
伝
達
」
の
伝
統
と
系
譜
』
慶
應
義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所

（
二
〇
一
二
年
）、
二
九
七
頁
。

（
65
）　D

hayl R
af‘, p. 470.

（
66
）　Rizq, D

irāsāt fī’l-‘Im
āra al-Islām

iyya, pp. 116-118. 

学

院
が
東
側
と
南
側
を
同
一
の
通
り
に
面
す
る
角
地
に
建
設
さ
れ
て

い
る
点
及
び
ワ
ク
フ
文
書
の
描
写
か
ら
、
リ
ズ
ク
は
ム
ズ
ヒ
ル
邸

が
マ
ド
ラ
サ
の
西
側
か
ら
北
の
イ
ー
ワ
ー
ン
の
外
側
に
か
け
て
の

場
所
に
位
置
し
、
具
体
的
に
は
学
院
の
北
側
に
位
置
す
る
彼
の
ラ

ブ
ウ
と
学
院
の
水
場
（daw

rat al-m
iyāh

）
に
隣
接
し
て
い
た
と

推
定
し
て
い
る
。

（
67
）　

職
人
ア
ブ
ド
ゥ
ル＝

カ
ー
デ
ィ
ル
の
名
は
同
年
に
建
設
さ
れ
た

キ
ジ
ュ
マ
ー
ス
・
ア
ル＝

イ
ス
ハ
ー
キ
ー Q

ijm
ās al-Ish

4āqī

（
八

九
二
／
一
四
八
四
年
歿
）
の
マ
ド
ラ
サ
の
ミ
フ
ラ
ー
ブ
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。D

oris Behrens-A
bouseif , 

“Craftsm
en, U

p-
starts and Sufis in the late M

am
luk Period

”, Bulletin of 

the School of O
riental and A

frican Studies, 74/3, 2011, 
pp. 393-394

に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
ミ
フ
ラ
ー
ブ
に
職
人
の
名

が
記
さ
れ
る
こ
と
は
非
常
に
稀
な
例
で
あ
り
、
職
人
と
し
て
の
矜

持
を
示
す
顕
著
な
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
サ
ハ
ー
ウ
ィ
ー

に
よ
れ
ば
、
ミ
ン
バ
ル
を
施
工
し
た
の
は
ア
フ
マ
ド
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ム
ヤ
ー
テ
ィ
ー A

h

4m
ad ibn ‘Īsā ibn A

h

4m
ad al-D

im
yāt

4ī

（
八
九
七
／
一
四
九
二
年
歿
）
で
あ
っ
た
（D

4aw
’, vol. 2, p. 59

）。

（
68
）　

こ
の
マ
ド
ラ
サ
に
は
「
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
紋
章
」
と
し
て
伝
え
ら

れ
る
紋
章
が
モ
ス
ク
に
至
る
扉
と
ミ
ン
バ
ル
に
残
さ
れ
て
い
る

（
巻
末
写
真
）。
ム
ズ
ヒ
ル
家
の
紋
章
は
三
分
割
し
た
丸
い
盾
の
中

央
に
筆
置
き
と
イ
ン
ク
壺
を
備
え
た
筆
入
れ
の
図
案
を
配
置
し
た

も
の
で
あ
っ
た
（Leo A

. M
ayer, Saracenic H

eraldry: A
 

Survey, O
xford: Clarendon Press, 1933, p. 46

）。
リ
ズ
ク
は

こ
の
紋
章
を
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
個
人
の
も
の
と
し
て
紹

介
し
て
い
る
が
（Rizq, D

irāsāt fī’l-‘Im
āra al-Islām

iyya, ap-
pendix

）、
メ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
筆
入
れ
の
図
案
自
体
は
ダ
ワ
ー

ダ
ー
ル
ら
マ
ム
ル
ー
ク
書
記
官
僚
も
紋
章
の
一
部
に
取
り
入
れ
て

お
り
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
（
筆
入
れ
の
図
案

に
つ
い
て
は
特
にM

ayer, Saracenic H
eraldry, pp. 12-13

を

見
よ
）。
こ
の
紋
章
は
、
ル
ー
ブ
ル
美
術
館
所
蔵
の
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝

デ
ィ
ー
ン
の
燭
台
に
も
確
認
さ
れ
る
（M

m
e R. L. D

evonshire, 

“Som
e M

ihrâb Candlesticks

”, T
he Burlington M

agazine 
for Connoisseurs, 43/249, 1923, p. 274

）。

（
69
）　H
4ujjat W

aqf, D
ār al-W

athā’iq al-Q
aw

m
iyya, 175/27, f. 

12. 
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
死
亡
は
八
七
八
年
ラ
マ
ダ
ー
ン
月
一
六
日

／
一
四
七
四
年
二
月
三
日
で
あ
り
（D

4aw
’, vol. 12, p. 26

）、
同



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
七
二
（
一
七
二
）　

文
書
の
日
付
は
八
七
九
年
サ
フ
ァ
ル
月
八
日
／
一
四
七
四
年
六
月

二
四
日
と
近
い
こ
と
か
ら
、
ハ
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
生
前
か
ら
マ
ド
ラ

サ
の
建
設
計
画
が
進
行
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
70
）　

自
己
受
益
ワ
ク
フ
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
大
介
「
財
産
保
有
形

態
と
し
て
の
ワ
ク
フ
│
「
自
己
受
益
ワ
ク
フ
」
の
理
論
と
実
態

│
」『
東
洋
学
報
』
九
一
／
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
二
九-

五
六

頁
を
見
よ
。

（
71
）　Rizq, D

irāsāt fī’l-‘Im
āra al-Islām

iyya, p. 196, note 294.

（
72
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 254; D

4aw
’, vol. 8, p. 283; W

ajīz, vol. 
3, p. 1032.

（
73
）　D

4aw
’, vol. 5, p. 49

（
カ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
）, vol. 8, p. 283

（
イ

ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
）, vol. 9, p. 264
（
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ブ
）.

（
74
）　W

ajīz, vol. 3, p. 1032

に
は
、
イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
の
訃

報
が
届
い
た
の
は
ラ
ビ
ー
ウ
・
ア
ッ＝
サ
ー
ニ
ー
月
一
〇
日
に
ザ

イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
オ
ス
マ
ン
戦
線
に
向
け
た
ベ
ド
ウ
ィ

ン
の
徴
発
の
た
め
ナ
ー
ブ
ル
ス
に
出
発
し
た
二
日
後
と
あ
る
が
、

Badā’i‘, vol. 3, p. 250

に
よ
れ
ば
出
発
は
ジ
ュ
マ
ー
ダ
ー
・
ア
ル

＝

ウ
ー
ラ
ー
月
で
あ
る
。
ま
た
イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
の
死
亡
に

つ
い
て
も
、Badā’i‘, vol. 3, p. 254

に
よ
れ
ば
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
イ
ロ
帰
還
後
の
シ
ャ
ア
バ
ー
ン
月
と
、
や
や
時
期

が
前
後
し
て
い
る
。

（
75
）　D

4aw
’, vol. 1, p. 336. 

ま
たal-‘U

laym
ī, al-U

ns al-Jalīl bi-
T

a’rīkh al-Q
uds w

a’l-K
halīl, 2 vols., A

m
m
ān: M

aktabat 
al-M

uh

4tasib, 1973 

﹇
以
下U

ns

と
略
記
﹈, vol. 2, pp. 295-296

に
も
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
友
人
の
一
人
と
し
て
言
及

さ
れ
て
い
る
。

（
76
）　‘A

lī Bāshā M
ubārak, al-K

hit

4at

4 al-T
aw

fīqiyya al-Jadīda 
li-M

is

4r al-Q
āhira w

a M
udun-hā w

a Bilād-hā al-Q
adīm

a 
w

a’l-Shahīra, 20 vols., Cairo: al-H
ay’a al-M

is

4riyya al-
‘Ā

m
m

a li’l-K
itāb, 1980-1994, ﹇

以
下al-K

hit

4at

4 al-T
aw

fīqiyya

と
略
記
﹈, vol. 5, p. 258.

（
77
）　al-K

hit

4at

4 al-T
aw

fīqiyya, vol. 5, p. 259.

（
78
）　al-K

hit

4at

4 al-T
aw

fīqiyya, vol. 5, p. 259.

（
79
）　D

4aw
’, vol. 11, p. 89.

（
80
）　W

ajīz, vol. 3, p. 1040.

（
81
）　D

4aw
’, vol. 5, p. 247; al-Sakhāw

ī, al-T
uh

4fa al-Lat

4īfa fī 
T

a’rīkh al-M
adīna al-Sharīfa, 2 vols., Beirut: D

ār al-K
u-

tub al-‘Ilm
iyya, 1993 

﹇
以
下T

uh

4fa

と
略
記
﹈, vol. 2, pp. 

284-285. 

サ
ム
フ
ー
デ
ィ
ー
の
経
歴
はK

azuo M
orim

oto, 

“The 
Prophet

’s Fam
ily as the Perennial Source of Saintly 

Scholars: A
l-Sam

hūdī on ‘Ilm
 and N

asab,

” in Catherine 
M

ayeur-Jaouen and A
lexandre Papas

（eds.

）, Fam
ily 

Portraits w
ith Saints: H

agiography, Sanctity, and Fam
ily 

in the M
uslim

 W
orld, Berlin: K

laus Schw
arz V

erlag, 
2014, pp. 108-109

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
82
）　T

uh

4fa, vol. 2, p. 284.

（
83
）　D

4aw
’, vol. 6, p. 18.

（
84
）　D

4aw
’, vol. 6, p. 18, vol. 11, p. 89.

（
85
）　T

uh

4fa, vol. 1, p. 184.
（
86
）　

長
谷
部
史
彦
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ
デ
ィ
ナ
に
お
け
る
王
権
・

宦
官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
今
谷
明
編
『
王
権
と
都
市
』
思
文
閣

出
版
（
二
〇
〇
八
年
）、
二
一
五
頁
。



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
七
三
（
一
七
三
）　

（
87
）　W

ajīz, vol. 3, p. 1040. 

メ
デ
ィ
ナ
に
お
い
て
寄
進
者
が
死
後

の
埋
葬
に
対
す
る
明
確
な
意
思
を
表
明
し
て
墓
廟
付
き
の
マ
ド
ラ

サ
を
建
設
し
た
例
と
し
て
は
、
イ
ル
ハ
ー
ン
国
の
チ
ュ
ー
バ
ー
ン

Jūbān ibn T
adw
ān

に
よ
る
ジ
ュ
ー
バ
ー
ニ
ー
ヤ
学
院
も
そ
う

で
あ
る
（
長
谷
部
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ
デ
ィ
ナ
に
お
け
る
王

権
・
宦
官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
二
三
二
頁
）。

（
88
）　T

uh

4fa, vol. 1, p. 36; 

長
谷
部
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ
デ
ィ
ナ

に
お
け
る
王
権
・
宦
官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
二
一
〇
頁
。

（
89
）　Ibn Fahd, Ith
4āf al-W

arā bi-A
khbār U

m
m

 al-Q
urā, 5 

vols., M
ecca: Jām

i‘at U
m

m
 al-Q

urā, 1983-1990 

﹇
以
下Ith

4āf

と
略
記
﹈, vol. 4, p. 474.

（
90
）　D

hayl R
af‘, p. 478.

（
91
）　D

4aw
’ , vol. 11, p. 89; D

hayl R
af‘, p. 479.

（
92
）　

父
バ
ド
ル
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
は
同
時
代
の
聖
者
ア
フ
マ
ド
・

ア
ッ＝

ザ
ー
ヒ
ドA

h

4m
ad ibn M

uh

4am
m

ad al-Zāhid

（
八
一

九
／
一
四
一
六
年
歿
）
に
対
し
、
格
別
の
配
慮
（ikhtis
4ās

4

）
を
与

え
て
い
た
（D

4aw
’, vol. 9, p. 40

）。

（
93
）　

拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
」、
注
七
三

（
六
九
頁
）。

（
94
）　D

4aw
’ , vol. 7, p. 171.

（
95
）　D

4aw
’ , vol. 8, p. 97.

（
96
）　D

4aw
’ , vol. 9, p. 306.

（
97
）　D

4aw
’, vol. 6, p. 30

に
よ
れ
ば
、
彼
の
名
は‘A

lī ibn M
u-

h

4am
m

ad ibn al-Sharīf N
ūr al-D

īn al-H

4asanī al-S

4ah

4rāw
ī

と

あ
り
、
ヤ
シ
ュ
バ
ク
・
ア
ル＝

ジ
ャ
マ
ー
リ
ー Y

ashbak al-
Jam
ālī al-Jarkasī

（
九
〇
一
／
一
四
九
五
年
歿
）
の
副
ム
フ
タ

ス
ィ
ブ
を
務
め
た
。

（
98
）　M
ichael H

. Burgoyne, M
am

luk Jerusalem
: A

n A
rchi-

tectural Study, London: British School of A
rchaeology in 

Jerusalem
, 1987, p. 588

に
お
い
て
、D

ār al-K
utub, Cairo: 

M
s. T

a’rīkh 5631, A
nonym

ous, K
itāb fi

’l-T
a’rīkh 873‒

904 h, fols. 140a-b

（
著
者
未
見
）
を
典
拠
と
し
て
言
及
さ
れ
て

い
る
。

（
99
）　

伊
藤
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
＝
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ダ

シ
ー
シ
ャ
・
ワ
ク
フ
」、
三
七-

三
八
頁; D

oris Behrens-
A

bouseif, 

“Qāytbāy

’s Investm
ents in the City of Cairo: 

W
aqf and Pow

er,

” A
nnales Islam

ologiques, 32, 1998, p. 
31.

（
100
）　Behrens-A

bouseif, 

“Qāytbāy

’s Investm
ents in the City 

of Cairo

”, p. 31.

（
101
）　

伊
藤
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
＝
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ダ

シ
ー
シ
ャ
・
ワ
ク
フ
」、
四
五
頁
。

（
102
）　

伊
藤
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ス
ル
タ
ー
ン
＝
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
ダ

シ
ー
シ
ャ
・
ワ
ク
フ
」、
五
二
頁
。

（
103
）　Ith

4āf, vol. 4, p. 474. Richard T
. M

ortel, 

““Ribāt

4s

” in M
ec-

ca during the M
edieval Period: A

 D
escriptive Study Based 

on Literary Sources

”, Bulletin of the School of O
riental 

and A
frican Studies, 61/1, 1998, p. 47

も
見
よ
。

（
104
）　

ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
の
定
義
は
、
長
谷
部
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ

デ
ィ
ナ
に
お
け
る
王
権
・
宦
官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
二
二
九
頁

を
参
照
せ
よ
。
彼
ら
は
時
に
超
自
然
的
力
を
備
え
た
存
在
と
し
て
、

通
常
の
住
民
と
は
区
別
さ
れ
た
（
同
二
三
一
頁
）。



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
七
四
（
一
七
四
）　

（
105
）　Ith

4āf, vol. 4, p. 556.
（
106
）　Ith

4āf, vol. 4, p. 474.
（
107
）　

泉
の
修
繕
に
関
す
る
情
報
はD

hayl R
af‘, p. 483

か
ら
得
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
バ
ー
フ
ラ
ー
ン
の
泉 ‘ayn 

Bāfrān
」
と
校
訂
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
こ
の
地
名
を
同
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
他
方
、
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
フ
ド
の
『
メ
ッ

カ
史
』
に
は
ハ
ラ
ム
南
東
に
位
置
す
る
バ
ー
ザ
ー
ン
門
の
由
来
と

な
っ
た
「
バ
ー
ザ
ー
ン
の
泉
」
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
に

よ
れ
ば
バ
ー
ザ
ー
ン
の
泉
は
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に

か
け
て
断
水
と
修
繕
を
繰
り
返
し
て
い
た
（e. g. Ith

4āf, vol. 3, p. 
235, 482, 566

）。
従
っ
て
現
段
階
で
は
「
バ
ー
ザ
ー
ン
」
と
し
て

お
く
。

（
108
）　Richard T

. M
ortel, 

“The M
ercantile Com

m
unity of M

ec-
ca during the Late M

am
lūk Period

”, Journal of the R
oyal 

Asiatic Society, T
hird Series, 4/1, 1994, p. 32, 35.

（
109
）　A

nnem
arie Schim

m
el, A

nd M
uham

m
ad is H

is M
essen-

ger: T
he V

eneration of the Prophet in Islam
ic Piety, Cha-

pel H
ill: U

niversity of N
orth Carolina Press, 1985, p. 37.

（
110
）　T

uh

4fa, vol. 1, p. 36.

（
111
）　D

4aw
’, vol. 11, p. 89.

（
112
）　

長
谷
部
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ
デ
ィ
ナ
に
お
け
る
王
権
・
宦

官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
二
三
三
頁
。

（
113
）　T

oru M
iura, 

“Adm
inistrative N

etw
orks in the M

am
lūk 

Period: T
axation, Legal Execution, and Bribery

”, in T
su-

gitaka Sato

（ed.

）, Islam
ic U

rbanism
 in H

um
an H

istory: 
Political Pow

er and Social N
etw

orks, London: K
egan Paul 

International, 1997, pp. 48-49.

三
浦
は
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
の
月
収
を
ワ
ズ
ィ
ー
ル
と
同
じ
五
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
、

す
な
わ
ち
年
収
六
、
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
と
見
積
っ
て
い
る
。
当

該
時
期
の
カ
ー
テ
ィ
ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
就
任
者
が
要
し
た
賄
賂

の
額
は
、M

artel-T
houm

ian, Les civils et l

’adm
inistration, p. 

88

を
見
よ
。

（
114
）　

拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
」、
五
六
頁
。

（
115
）　Ibn H

4ajar al-‘A
sqalānī, D

hayl al-D
urar al-K

ām
ina fī 

A
‘yān al-M

i’a al-T
āsi‘a, Beirut: D

ār al-K
utub al-‘Ilm

iyya, 
1998, p. 251; idem

., Inbā’ al-G
hum

ur bi-A
bnā’ al-‘U

m
r, 9 

vols., Beirut: D
ār al-K

utub al-‘Ilm
iyya, 1967-1976, vol. 8, 

pp. 190-191.

（
116
）　

五
十
嵐
大
介
「
マ
ム
ル
ー
ク
體
制
と
ワ
ク
フ
│
イ
ク
タ
ー
制
衰

退
期
の
軍
人
支
配
の
構
造
│
」『
東
洋
史
研
究
』
六
六
／
三
号
（
二

〇
〇
七
年
）、
四
九
四
頁
。

（
117
）　U

ns, vol. 2, p. 341; D
onald P. Little, 

“The Governance 
of Jerusalem

 under Q
āytbāy

”, in  A
m

alia Levanoni and 
M

ichael W
inter

（eds.

）, T
he M

am
luks in E

gyptian and 
Syrian Politics and Society, Leiden: Brill, 2004, p. 157.

（
118
）　U

ns, vol. 2, p. 320.

（
119
）　Inbā’ al-H

as

4r, p. 216.

（
120
）　Badā’i

‘, vol. 3, p. 94; N
ayl, vol. 7, pp. 91-92.

（
121
）　D

avid A
yalon, 

“Studies on the Structure of the M
am

-
luk A

rm
y I

”, Bulletin of the School of O
riental and A

f-
rican Studies, 15/2, 1953, pp. 211-212; Petry, Protectors 
or Praetorians?, p. 75.



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
七
五
（
一
七
五
）　

（
122
）　

一
派
は
カ
ー
ン
ス
ー
フ
・
ハ
ム
ス
ミ
アQ

āns

4ūh K
ham

sm
i’a

率
い
る
前
ス
ル
タ
ー
ン
・
フ
シ
ュ
カ
ダ
ム
の
マ
ム
ル
ー
ク
で
、
も

う
一
派
は
ジ
ャ
ー
ニ
ム
・
ア
ッ＝

シ
ャ
リ
ー
フ
ィ
ー Jānim

 al-
Sharīfī

（
ま
た
は
ア
ル＝

ア
シ
ュ
ラ
フ
ィ
ー al-A

shrafī

）
を
中
心

と
す
る
ス
ル
タ
ー
ン
の
ム
シ
ュ
タ
ラ
ワ
ー
ト
で
あ
り
、
互
い
に
競

合
関
係
に
あ
っ
た
（N

ayl, vol. 7, p. 212

）。

（
123
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 147; N

ayl, vol. 7, pp. 212-213. 

退
位
を

示
唆
し
た
カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
の
行
動
に
つ
い
て
、
ペ
ト
リ
ー
は
俸

給
の
査
定
を
め
ぐ
っ
て
不
当
な
要
求
を
重
ね
る
ジ
ュ
ル
バ
ー
ン
た

ち
を
牽
制
す
る
た
め
の
演
技
と
理
解
し
て
い
る
（Petry, Protec-

tors or Praetorians?, p. 91
）。

（
124
）　D

hayl R
af‘, p. 487.

（
125
）　Shaun E. M

arm
on, 

“The Q
uality of M

ercy: Interces-
sion in M

am
luk Society

”, Studia Islam
ica, 87, 1998, p. 

136.

（
126
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 218; Carl F. Petry, 
““Quis Custodiet 

Custodes?

” Revisited: T
he Prosecution of Crim

e in the 
Late M

am
luk Sultanate

”, M
am

lūk Studies R
eview

, 3, 
1999, p. 23.

（
127
）　M

arm
on, 

“The Q
uality of M

ercy

”, p. 138.

（
128
）　N

ayl, vol. 6, pp. 429-430.

（
129
）　U
ns, vol. 2, p. 315. 

カ
ー
イ
ト
バ
ー
イ
は
ハ
ラ
ム
及
び
自
ら

の
名
を
冠
し
た
マ
ド
ラ
サ
で
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
を
主
催
し
、
エ
ル

サ
レ
ム
及
び
ヘ
ブ
ロ
ン
に
合
計
六
、
〇
〇
〇
デ
ィ
ー
ナ
ー
ル
の
サ

ダ
カ
を
行
な
っ
た
（Badā’i‘, vol. 3, p. 112; W

ajīz, vol. 2, p. 
863; Little, 

“The Governance of Jerusalem

”, pp. 159-

160

）。

（
130
）　N
ayl, vol. 7, pp. 190-191.

（
131
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 134; U

ns, vol. 2, pp. 318-319.

（
132
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 155.

（
133
）　

ま
た
堀
井
は
こ
の
視
察
が
ス
ル
タ
ー
ン
の
威
信
を
内
外
に
誇
示

す
る
た
め
の
ペ
ー
ジ
ェ
ン
ト
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
（
堀
井
優

「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
ス
ル
タ
ー
ン
の
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
行
」

『
地
中
海
学
会
月
報
』
一
九
九
号
（
一
九
九
七
年
）、
五
頁
及
び

「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
末
期
の
対
フ
ラ
ン
ク
関
係
と
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア

総
督
職
」『
オ
リ
エ
ン
ト
』
四
一
／
二
号
（
一
九
九
八
年
）、
注
四

四
（
一
一
二
頁
））。

（
134
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 130; N

ayl, vol. 7, p. 191.

（
135
）　

第
一
巡
礼
隊
長
は
ア
ミ
ー
ル
・
ア
ル＝

ハ
ー
ッ
ジ
ュ
（
巡
礼
隊

長
、am

īr al-h

4ājj

）
が
率
い
る
本
隊
（rakb al-m

ah

4m
il

）
に
先

駆
け
て
出
発
す
る
第
一
隊
（al-rakb al-aw

w
al

）
を
統
率
す
る

（‘A
bdullāh ‘A

nkāw
ī, 

“The Pilgrim
age to M

ecca in 
M

am
lūk T

im
es

”, A
rabian Studies, 1, 1974, pp. 157-159

）。

（
136
）　N

ayl, vol. 7, pp. 161-162.

（
137
）　Inbā’ al-H

as

4r, pp. 218-219.

（
138
）　D

oris Behrens-A
bouseif, 

“The N
orth-eastern Exten-

sion of C
airo under the M

am
luks

”, A
nnales Isla-

m
ologiques, 17, 1981, p. 167.

（
139
）　Petry, Protectors or Praetorians?, p. 134.

（
140
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 127; D

4aw
’, vol. 10, p. 192; N

ayl, vol. 
7, p. 188.

（
141
）　

彼
の
経
歴
は
、
中
町
信
孝
「
バ
ド
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
イ
ニ
ー



史　
　
　

学　

第
八
四
巻　

第
一-

四
号　

文
学
部
創
設
一
二
五
年
記
念
号
（
第
一
分
冊
）

一
七
六
（
一
七
六
）　

の
学
問
的
キ
ャ
リ
ア
│
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ウ
ラ
マ
ー
の
一
事
例
」『
甲

南
大
学
紀
要
文
学
編
』
一
五
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）、
五
一-

七
一

頁
及
び
「
バ
ド
ル
ッ
デ
ィ
ー
ン
・
ア
イ
ニ
ー
の
職
業
的
キ
ャ
リ
ア

│
マ
ム
ル
ー
ク
朝
ウ
ラ
マ
ー
の
一
事
例
（
二
）」『
甲
南
大
学
紀
要

文
学
編
』
一
六
四
号
（
二
〇
一
四
年
）、
二
三
七-

二
四
八
頁
に
お

い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
。

（
142
）　

バ
イ
フ
ー
ン
の
死
が
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
が
カ
ー
テ
ィ

ブ
・
ア
ッ＝

ス
ィ
ッ
ル
に
就
任
す
る
間
接
的
契
機
と
な
っ
た
経
緯

は
、
拙
稿
「
後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
」、
五
八
頁
を

見
よ
。

（
143
）　N

ayl, vol. 7, p. 188.

（
144
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 183; N

ayl, vol. 7, p. 293.

（
145
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 184.

（
146
）　Badā’i‘, vol. 2, p. 424; N

ayl, vol. 6, p. 198. 

ザ
イ
ン
・

ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
の
妻
の
一
人
で
あ
る
カ
リ
フ
・
ム
ス
タ
ン
ジ
ド

al-M
ustanjid

（
八
八
四
／
一
四
七
九
年
歿
）
の
娘
ス
ィ
ッ
ト
・

ア
ル＝

フ
ラ
フ
ァ
ー Sitt al-K

hulafā’

（
八
六
〇
〜
八
九
二
／
一

四
五
六
〜
一
四
八
七
年
）
は
、
ザ
イ
ン
・
ア
ッ＝

デ
ィ
ー
ン
と
離

婚
後
、
こ
の
ハ
イ
ダ
リ
ー
と
再
婚
し
た
（D

4aw
’, vol. 12, p. 55

）。

（
147
）　

大
熊
座
の
恒
星
ア
ル
コ
ル
。
北
斗
七
星
を
構
成
す
る
二
等
星
ミ

ザ
ー
ル
の
連
星
も
し
く
は
二
重
星
。

（
148
）　Badā’i‘, vol. 3, p. 184.

（
149
）　

長
谷
部
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ
デ
ィ
ナ
に
お
け
る
王
権
・
宦

官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
二
三
五
頁
。

（
150
）　T

uh

4fa, vol. 2, p. 382; 

長
谷
部
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
期
メ
デ
ィ

ナ
に
お
け
る
王
権
・
宦
官
・
ム
ジ
ャ
ー
ウ
ィ
ル
」、
二
三
六
頁
。



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
七
七
（
一
七
七
）　

付
表
一
　
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
関
係
者

名
前

生
没
年

地
位

居
住

871
年

巡
礼

特
記
事
項

典
拠

1
イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム

 Sham
s al-D

īn 
M

uh
4 am

m
ad ibn Q

āsim
 ibn ‘A

ī al-
M

aqsī

817?-893/1414/15-
1488 

教
授
（
タ
サ
ウ
ウ
フ
）、
ハ

テ
ィ
ー
ブ
、
イ
マ
ー
ム

○
ラ
マ
ダ
ー
ン
中
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
読
誦

D
4 aw
’, vol. 8, pp. 282-284; W

ajīz, 
vol. 3, p. 1032.

2
ユ
ー
ス
フ
・
ブ
ン
・
シ
ャ
ー
ヒ
ー
ン

Jam
āl al-D

īn Y
ūsuf ibn Shāhīn al-

‘A
lā’ī Q

ut4 lūbughā

828-899/1425-1493
ハ
テ
ィ
ー
ブ
、
教
授
（
タ
サ

ウ
ウ
フ
、
イ
ブ
ン
・
カ
ー

ス
ィ
ム
の
後
任
）

イ
ブ
ン
・
ハ
ジ
ャ
ル
・
ア
ル

＝ア
ス

カ
ラ
ー
ニ
ー
の
孫

D
4 aw
’, vol. 10, pp. 313-317; W

ajīz, 
vol. 3, p. 1032.

3
シ
ャ
ム
ス
・
ア
ッ

＝デ
ィ
ー
ン
・
ア
ル

＝
ハ
リ
ー
リ
ー

 Sham
s al-D

īn al-
K

halīlī

不
明

イ
マ
ー
ム
（
イ
ブ
ン
・
カ
ー

ス
ィ
ム
の
後
任
）

W
ajīz, vol. 3, p. 1032.

4
イ
ブ
ン
・
ア
ル

＝マ
フ
ー
ジ
ブ

 Shihāb 
al-D
īn A

h
4 m

ad ibn ‘A
bd al-Rah

4 īm
 

ibn H
4 asan ibn ‘A

lī al-M
ah

4 ūjib al-
D

im
ashqī

b. 842/1438 
ハ
テ
ィ
ー
ブ
（
イ
ブ
ン
・

カ
ー
ス
ィ
ム
の
後
任
）

D
4 aw
’, vol. 1, p. 336; W

ajīz, vol. 3, 
p. 1032.

5
カ
ウ
ラ
ー
ニ
ー

 Jam
āl al-D

īn ‘A
bd 

A
llāh al-K

aw
rānī

818?-894/1415/16-
1489

教
授
（
ク
ル
ア
ー
ン
注
釈

学
）

○
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝デ
ィ
ー
ン
が
師
事

元
サ
イ
ー
ド
・
ア
ッ

＝ス
ア
ダ
ー
修

道
場
の
シ
ャ
イ
フ

D
4 aw
’, vol. 5, pp. 48-49,  vol. 9, p. 

264.

6
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ブ

 N
ajm

 al-D
īn 

M
uh

4 am
m

ad ibn ‘A
rab 

b. 831/1428
教
授
（

al-K
ashshāf：

ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
）

○
○

871
年
に
は
ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝デ
ィ
ー

ン
と
、
881
年
に
は
息
子
バ
ド
ル
・

ア
ッ

＝デ
ィ
ー
ン
と
と
も
に
巡
礼

カ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
の
後
任
と
し
て
息
子

バ
ド
ル
・
ア
ッ

＝デ
ィ
ー
ン
に
よ
り

al-K
ashshāfの

教
授
に
任
命
（
894. 

RM
/1489. 8）

娘
が
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
で
結
婚
式

（
896. SF/1490. 12-1491. 1）

D
4 aw
’, vol. 9, pp. 263-264; W

ajīz, 
vol. 3, p. 1094, 1186.

7
マ
シ
ュ
ハ
デ
ィ
ー

 M
uh

4 am
m

ad ibn 
A

bī Bakr ibn ‘A
lī ibn ‘A

bd A
llāh 

al-M
ashhadī

812-889/1409-1484
教
授
（
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
）

ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
設
立
当
時
の
ハ

デ
ィ
ー
ス
学
教
授

D
4 aw
’, vol. 7, pp. 179-181.

8
ア
ブ
ド
ゥ
ル

＝
バ
ッ
ル
・
イ
ブ
ン
・

ア
ッ

＝シ
フ
ナ

 Sarī al-D
īn ‘A

bd al-
B

arr ib
n

 M
u

h
4 am

m
ad

 ib
n 

M
uh

4 am
m

ad ibn al-Shih
4 na

851-921/1448-1515
教
授
（
ハ
デ
ィ
ー
ス
学
）

マ
シ
ュ
ハ
デ
ィ
ー
の
後
任
と
し
て
ハ

デ
ィ
ー
ス
学
教
授
に
就
任

エ
ジ
プ
ト
の
ハ
ナ
フ
ィ
ー
派
大
カ
ー

デ
ィ
ー
（
1501

～
1514

年
）

D
4 aw
’, vol. 4, pp. 33-35.

9
イ
ブ
ン
・
ア
ン

＝ナ
ッ
ジ
ャ
ー
ル

 
M

uh
4 am

m
ad ibn A

h
4 m

ad ibn ‘Īsā 
ibn A

h
4 m

ad ibn al-N
ajjār

b. 845/1441/42
ガ
ム
リ
ー
・
モ
ス
ク
の
ハ

テ
ィ
ー
ブ
・
イ
マ
ー
ム

白
羊
朝
使
者
来
訪
の
際
、
臨
時
に
ハ

テ
ィ
ー
ブ
を
務
め
る

イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
、
カ
ウ
ラ
ー

ニ
ー
ら
に
師
事

D
4 aw
’, vol. 7, pp. 35-36;  W

ajīz, 
vol. 3, p. 1010.
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10
ダ

マ
ー

ス
ィ

ー
　
‘A

lī ibn 
M

uh
4 am

m
ad ibn ‘A

bd A
llāh/‘A

bd 
al-‘A

zīz ibn M
uh

4 am
m

ad al-D
am
ās

4 ī

825?-884/1421/22-
1480

ア
ズ
ハ
ル
・
モ
ス
ク
の
ハ

テ
ィ
ー
ブ

○
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
の
「
ス
ー

フ
ィ
ー
ヤ
」
に
居
住

D
4 aw
’, vol. 5, p. 314; T

uh
4 fa, vol. 2, 

pp. 293-294.

11
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ア
ッ

＝
シ
ャ
ー
ミ
ー

 ‘A
bd al-Rah

4 m
ān ibn 

Y
ūsuf ibn ‘A

bd A
llāh al-Shām

ī

b. 861/1456/57
教
授
（

al-T
aw

d
4 īh

4 ：
文
法

学
及
び

al-Īsāgūjī：
論
理

学
）

○
テ
キ
ス
ト
名
は
ダ
ー
ラ
ー
ニ
ー
の
伝

記
中
（

D
4 aw
’, vol. 6, p. 50）

に
言

及

D
4 aw
’, vol. 4, p. 161.

12
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
ラ
フ
マ
ー
ン
・
ア
ル

＝バ
ダ
ウ
ィ
ー

 ‘A
bd al-Rah

4 m
ān ibn 

Salām
 ibn Ism

ā‘īl al-Badaw
ī

不
明

寄
宿
生

○
D
4 aw
’, vol. 4, pp. 79-80.

13
ア
ブ
ド
ゥ
ル

＝カ
ー
デ
ィ
ル
・
ア
ッ

＝
デ
ィ
マ
シ
ュ
キ
ー

 ‘A
bd al-Q

ādir ibn 
A

h
4 m

ad ibn Ism
ā‘īl al-D

im
ashqī

不
明

タ
サ
ウ
ウ
フ

○
タ
サ
ウ
ウ
フ
と

sab‘の
読
誦

イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
、
カ
ウ
ラ
ー

ニ
ー
ら
に
師
事

D
4 aw
’, vol. 4, pp. 261-262.

14
イ
ブ
ン
・
ア
ビ
ー
・
ア
ッ

＝ル
ク
バ

 
M

uh
4 am

m
ad ibn M

uh
4 am

m
ad ibn 

‘A
lī ibn A

h
4 m

ad ibn A
bī al-Rukba

d. 890?/1485/86
タ
サ
ウ
ウ
フ

○
イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
に
師
事

D
4 aw
’, vol. 9, p. 145.

15
ダ
ー
ラ
ー
ニ
ー

 ‘A
lī ibn Y

āsīn ibn 
M

uh
4 am

m
ad al-D

ārānī
不
明

学
生

ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
居
住
中
の

シ
ャ
ー
ミ
ー
か
ら
文
法
・
論
理
学
を

学
ぶ
カ
イ
ロ
で
イ
ブ
ン
・
ア
ッ

＝シ
フ

ナ
、
イ
ブ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
に
も
師
事

D
4 aw
’, vol. 6, pp. 49-50

付
表
二
　
カ
イ
ロ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
設
置
科
目

科
目

テ
キ
ス
ト

担
当
者

典
拠

法
学

不
明

不
明

D
4 aw
’, vol. 11, p. 89.

ク
ル
ア
ー
ン
注
釈
学
ザ
マ
フ
シ
ャ
リ
ー

al-Zam
akhsharī（

d. 1144）『
啓
示

の
真
理
を
開
示
す
る
も
の

 al-K
ashshāf ‘an H

4 aqāi’q al-
T

anzīl』
他

カ
ウ
ラ
ー
ニ
ー
（

no. 5）
→
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ブ
（

no. 6）
D
4 aw
’, vol. 9, p. 264, vol. 11, p. 89; W

ajīz, vol. 3, p. 
1094.

タ
サ
ウ
ウ
フ

不
明

イ
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ィ
ム
（

no. 1）
→
ユ
ー
ス
フ
・
ブ
ン
・

シ
ャ
ー
ヒ
ー
ン
（

no. 2）
D
4 aw
’, vol. 10, p. 316, vol. 11, p. 89; W

ajīz, vol. 3, p. 
1032.

論
理
学

ア
ブ
ハ
リ
ー

 al-A
bharī（

d. 1264）『
イ
ー
サ
ー
グ
ー
ジ
ー

 
al-Īsāgūjī』

他
シ
ャ
ー
ミ
ー
（

no. 11）
D
4 aw
’, vol. 6, p. 50.

文
法
学

イ
ブ
ン
・
ヒ
シ
ャ
ー
ム

 Ibn H
ishām

（
1310-1360）『

イ
ブ
ン
・
マ
ー
リ
ク
の
“千
行
詩
”
に
至
る
道
程
注
解

 
A

w
d4 ah

4  al-M
asālik ilā A

lfi�yyat Ibn M
ālik』

他
1

シ
ャ
ー
ミ
ー
（

no. 11）
D
4 aw
’, vol. 6, p. 50.

ハ
デ
ィ
ー
ス
学

ブ
ハ
ー
リ
ー

 al-Bukhārī（
810-870）『

真
正
集

 al-
S
4 ah

4 īh
4 』
他

マ
シ
ュ
ハ
デ
ィ
ー
（

no. 7）
→
イ
ブ
ン
・
ア
ッ

＝シ
フ
ナ

（
no. 8）

D
4 aw
’, vol. 4, p. 33, vol. 7, p. 180, vol. 11, p. 89.

1“
T

aw
d
4 īh

4  li-bn H
ishām

”
の
通
称
で
知
ら
れ
る
イ
ブ
ン
・
マ
ー
リ
ク

 Ibn M
ālik（

一
二
七
四
年
歿
）
著
『
千
行
詩

 al-A
lfi�yya』

の
注
釈
書
（

E
I 2, art. “

Ibn H
ishām

” by H
. Fleisch）。



後
期
マ
ム
ル
ー
ク
朝
有
力
官
僚
の
実
像
（
二
）

一
七
九
（
一
七
九
）　

付
表
三
　
メ
デ
ィ
ナ
の
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
及
び
リ
バ
ー
ト
関
係
者

名
前

生
没
年

地
位

居
住

871
年

巡
礼

特
記
事
項

典
拠

1
イ
ブ
ン
・
ク
ラ
イ
バ
・
ア
ル

＝マ
ハ
ッ

リ
ー

 N
ū

r al-D
īn

 ‘A
lī ib

n 
M

uh
4 am

m
ad ibn M

uh
4 am

m
ad ibn 

M
uh

4 am
m

ad ibn ‘A
lī ibn Q

urayba 
al-M

ah
4 allī

850-922/1446/47-
1516/17

教
授
（
ハ
デ
ィ
ー
ス
）

○
△
年
代
不
明

ビ
カ
ー
イ
ー
の
弟
子
、
ザ
イ
ン
・

ア
ッ

＝デ
ィ
ー
ン
へ
の
執
り
成
し
を

求
め
ら
れ
る

ザ
イ
ン
・
ア
ッ

＝デ
ィ
ー
ン
に

al-
H
4 ilya

及
び

al-Ih
4 yā’を

読
む

サ
ム
フ
ー
デ
ィ
ー
を
ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ

の
職
員
に
任
命

D
4 aw
’, vol. 6, pp. 18-19, vol. 9, p. 

285.

2
サ
ム
フ
ー
デ
ィ
ー

 ‘A
lī ibn ‘A

bd 
A

llāh ibn A
h
4 m

ad ibn A
bī al-H

4 asan 
‘A

lī ibn ‘Īsā al-Sam
hūdī

b. 844/1440/41
運
営
・
会
計

『
メ
デ
ィ
ナ
誌
』
の
著
者
、
シ
ャ
リ
ー

フ「ム
ズ
ヒ
リ
ー
ヤ
学
院
の
予
算
を
管

理
」

D
4 aw
’, vol. 5, pp. 245-248; T

uh
4 fa, 

vol. 2, pp. 280-285.

3
イ
ブ
ン
・
タ
キ
ー

  Sham
s al-D

īn 
M

uh
4 am

m
ad ibn M

uh
4 am

m
ad ibn 

M
uh

4 am
m

ad ibn M
uh

4 am
m

ad ibn 
‘A

bd al-Salām
 ibn T

aq
ī al-

K
āzarūnī

b. 871/1467
学
生

サ
ム
フ
ー
デ
ィ
ー
に
法
学
、
ム
ズ
ヒ

リ
ー
ヤ
居
住
時
の
イ
ブ
ン
・
ク
ラ
イ

バ
に
ブ
ハ
ー
リ
ー
の
ハ
デ
ィ
ー
ス
集

を
学
ぶ

D
4 aw
’, vol. 9, pp. 285-286.

4
イ
ス
マ
ー
イ
ー
ル
・
ア
ッ

 ＝ ス
ブ
キ
ー

 
Ism

ā‘īl ibn M
uh

4 am
m

ad ibn 
Sulaym

ān al-Subkī

b. 850?/1446/47
居
住
（
リ
バ
ー
ト
）

○
弱
視
、
メ
ッ
カ
で
結
婚
し
た
妻
と
共

に
メ
デ
ィ
ナ
に
移
住
、
妻
の
死
後
は

預
言
者
モ
ス
ク
で
ク
ル
ア
ー
ン
の
読

誦

T
uh

4 fa, vol. 1, p. 184.
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【カイロ・バルジャワーン地区のムズヒリーヤ学院】
（2011 年 5 月　著者撮影）

【ムズヒル家の紋章】

Rizq, Dirāsāt fī’l-‘Imāra 
al-Islāmiyya, appendix

カイロ・ムズヒリーヤ学院のミンバル
（2011 年 5 月　著者撮影） （拡大図）


